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都市にbける接収管理工作の展開と

基層政権の連設

一 rt1 国っt-t~慌の丹1;di弔心

I はじめに

I[ 機管ー工作ーの艮！？？！

］田 市事管制委n会制度の依1う

~. jl｛活工作の必本方nア；と Y；砕かモ’i¥f'』：HiTi 

:i. J妾管工作のt1iI＇，十！

Ill II l政権J誌協力政j.I' E新政持ア；I］＇ぷ

I 旧政権i除t障の似 Lナ

t》 i可政持「法府政待、I ＇・づ湾..＇t

I はじめに

/f"r• し とう じ

小 林弘

虫干l_~ fそjL にゆ：隊σ）Ji;i;Lが）JI!わる）によって政権を奪

取 L, その苧命のi俊治：1也）Jへ波及寸るとし、う経過

をた 1::・ ） たロシア革命の場｛＇.正i土， ヤむじるしく

村！）主してし、る今

ヨj: ¥ ;1;111内争：命戦争時期♂川、わゆる新解放iベに

じいこ川、はf.f（以ll¥l・T'l刊） Tf）：ペコ政権建設が上

か心トベ cJ級かん下級へ1とすすめられたこと、

Lかもこれ 1・，.；＞仁作の遂行iこ必ずしもi分与大衆

がji iをffわなか》fニ（どいう主 I）も，大衆動員がふと

周知のよ〉に， 中国共産党；ょ l志村をもって:/il¥ .t !, Lに＼t l t三） こと（ιlI l, この二面の豆、味で， v

市を包囲する lとL寸革命Ji式に上｝て不命戦争 ). ,itトーかんの革命！てし、ぅ色彩か強か J 》たとい，pて

を勝利に導き司 政権を奪取し fごと L われる t； ιr白 .t L、三思う，， 許1,11iにJヨし、てi土それがい／》そう顕1完て

I: t司 二，｝）ことは必、ずし i，常にiミ十i(・ 

び｝解放に先行した二とを意i味一j一ζ＇I》（／）ごi上！（ い｛ υ）武装：／J(二上.) C行tdヲAl, /W,rli白身はむしろ受

1:p ft第七期：中全会 (l'l1'Jq ・ :l J J i以後（t 代策的に 動的に二れにけ応したと L、う事実は，当然無関係

仁、 主た実際iこも． 部 diぴ〉解放がず：村山解｝！!f:)t; -e,t t.: L、？あんう、 しかし，部1(1(1）場合には，よ

uし円、ど），. ただ、 nl,liiv＞解脱にit U；大i（、；：り干しげ り依M；的f(理 111がああように思われる。都市にお

1（命根拠地しり｛fl'UJa白iJjj止と，＼ , C, ・ t：ごと、 行f¥di t.ご（上、 Ill解旅iイ（；あ引、；士市一IIi解th:rの農村iこ.t5 L、

角I;{肢の主力刀：出民ーを tfj，とすり人民解放l表(t3t ()'. てど （， .ilた『 下からの大衆動員による革命の遂行

克’it.幹部）でtιi. ' ／十二｛モ、 ，＋（ どの／（（ t’t.u，心人 L、 ）ごし、 iJj式が，意：識的に回避されたためではなか， p

｝）、部rlii'I-LJ＇山市命 d 、,JJ先i／.よ；iJ、 ’J/, t；くリ、if' fこであんうかれぞれにはおそ （， く．解放に伴う破

平一人民共和｜当成立前夜に；；－」L、仁 l土、 j主体的にみと 壊ど混乱全避け， できるt＇.け早急に生産のr,a復と

そ動的であ J ' た三と iiL、六、み際νtKl¥, Iiにおける万 発版企はかるどいろ配慮が優先したためとい－，て

働者・学jなどの根強いJ氏f庁舎看過してはt;.,・' t.: ¥, 寸：）. • t ＼、であろうか、そう Lfニ政策は‘ その背後にあ

二（！〕i 河川jl, I→業 ・7' p レノ：， I）アートを社会的l,: る本命情勢全体の趨勢のなかで理解される必要が

支柱EL 、 L イ~）刀、山主要都市における労働i青山 あろう
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Ⅱ　接管工作の展開
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！｝ノ七〈しは，先に新中国成立前夜の中共の農村

から都diへの工作の重点移行について考察した

f「アジア経済』， 1968年5月号〕。それは， 「これか

らは都市から農村への時期， しかも都市が農村を

指導する時期がはじまる」（注2）との展望のもとに，

都市における生産の回復・発展を中心工作とし，

そ，＇if廷の革命闘争が労働者階級に依拠して遂行さ

るべきことを極度に強調ずるものであった。それ

は上に革命情勢の進展に伴う新しい情況と革命

根拠地との相違を強く J志議して提起されたもので

あっただけに，根拠地時期の組織，制度，作風な

ど， そのすべての再検酎を迫ることにもなった。

この時期の中共の都市工作は， こうした都市重点

工作の一環として遂行されたものである。

さて小論は，以上のような問題商心のもとに，

中Jtの都市解放後の接管工作の展開と都市におけ

る怯日政権の建設の過訟を追跡しようとするもの

である。ただし，通常接管工作の内容としては，

企業の接収管理と対労働者政策が重視されるが，

これらの問題の究明はまた別の機会に譲り， ここ

では接管工作一般と， ｜日政権機構の破壊および新

政権建設，なかんずく， Ji!;層政権の建設の過程に

主として焦点、を絞るこ~にしたし、。

(d: 1) 「全国で勝手iJLての h，われわれは広大な

：？？解放区を接収・管理し介。: J, lらタノ新そ手放E互におい

ては，われわれは軍事力に依御して，まず反動武装勢

力をー婦し，次いで人民政権をうち建てた。しかし，

これらの地区においては大衆がまだ動員されておら

ず，郷村の農民，都市の労働者およびその他の勤労人

民：l立ちあがっていない L，人民政権もまだ強固では

' I. 'c そのために，軍事行動がれわり，各級致権がう

れたてられてのち，われわうし，；：：主要な任務は大衆を動

員することであるj。霊草子恢「為－~浪人民民主専設的

国家政権而奮闘」 （『蜜祝中間共産党友生三十周年文

献ム 1951年〕。といっても，接管工作や政権建設の過

程で大衆の動員が無視されたのでないことは，のちに

みるとおり。

0主2) 毛沢東「中濁共産党，t仁期中央委長会第二

@i.t会での報告Jerr毛沢東選集』 c1Hを，以 F新日本

！日版社版による。〉

II 接管工作の展開

抗日戦争の終結から中華人民共和国の成立にい

たる支でのいわゆる第3次回内革命戦争の期間を

通じて，大J努に大都市の解放が日程にのぼるのは，

1948年の後半以降のことである。それ以前に中共

の勢力下Jこはいったのは，ハノレビン（人i!80万〉を

除けば，強家口（一時国民党軍に奪回される〉， 石家

組，察恰瀬など，いずれも中小都市にすぎない。

しかし， これらの都市における接管工作は，の

ちの大都市解放時のためのテスト・ケースとして

の役割を来たしている。中共の接管工作の機構・

J;法などは， これらの中小都市における試行錯誤

の過程を経て形成されたものである0 とりわけ，

次の点は盤望書である。土地改革中の左翼的備向の

ー表現としての都市の商工業に対する甚大な打撃

については，先に掲げた『アジア経済』における

拙論で言及したことがある。のちに大都市解放に

あたって実施された接管工作においては， 中共は

その経験を踏まえて，伺よりもそうした誤りの発

生を避けることに留意している。

ljl共が都市解放時の偏向の発生を限jけ一るため

にとった主要な措置にニつある。第 1に接管工作

の任にあたる箪事管制委員会制度の確立。第2に，

接管工作の基本方針などの確立と解放軍兵土など

に対する事前の準備教育。以下，このこつの問題

を！際次とりあげ，次いで接管工作の展開がどのよ

うに行なわれたかを究明することにしよう。

1 7：雪苓管制委員会制度の確立

初期の都市解放時に発生した左霊的偏向の原因

のーっとして，都市解放の任にあたる機関の権限
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ど肖｛：壬が明確でな／，＇.＇ iこ二とがあげられて L‘ふ

ノ、II) 。そうした偏向の発生を阻止するため、 q1共

It軍事管制委員会U'J,r-＃.夜会とよみ人）制l支を設け、

都市の抜l以・管理に関するい、さケ円権収 J,i'HT：ー

をこれに集中すること i二L／：。

M幹之は、 ]948年末に中共中央が宗亨管制のriu

組に関する政策を制定したとしているがU わ，
勺（

－寸p、ー

わがどうし、う内容のものであったかを庶掠知る資

刊はなヤ。ただ，都市解放に際して＇ if管会を設ft司

これをその都IT！における最高の権力機関とナるご

土itラ つ幻こ1948（ド初頭の華東前線指J軍部の命令

にみえるu,J l。 それに上ると、甲管会の構成＇ :t次

山i；うである，解放軍の最高，，Jf，を HTfしし喝 1H 

時代表（華東財経//if}芥処物？白処1中委li,土fU{,:i''j{_fU);'l 

li｛，処理の権限はすJ、てこれに）局す；：， と3れている） ｛，プ

'.y;i話lj主任，政治部主任を第 2i,¥ljc主任と十ゐ邑そぴ）

他‘党や政府機関の責任者もこれにさま加するもの

介されてL、る。解放軍の最高司令（なし‘ Lはそれに

；子ずるす［）を宗管会の主任に任ずる点はその後もす上

v ’ ), 、I ・I 、一子： 
'-" I" I Iゾ， lH時代表と L, ,-, -¥ f fitぞJ) ft: 

入かけない土うである品、じ， ここ；：九と：， :; illて仁

る軍管会トップの構成がその後仁科［？？； τ;fl，んかど

ー）か疑問があおづ ふ才人市w；.マi二，tro:1¥1Wlり！！の

｜、；＇；［；機構が百か jL る11i'・, よ； ! l；三〆 tl、一「：1 l') t',: -;,i; 

d 、／、,,, ,, 

宗管会は一定期間（そのi三），i:t・，五山f11l¥:iUlt'.'・ /lW,¥1 

の恒I復状態によ－，て「＇＇. i:?, ）士経たのし i\i 人］＇~J即tr

F コの職務・権限i');,} I予ifrf;i!;,i L 7, L /J • L, ‘ー今、fネヘ什r,

北京の例に仁ゐ＇・－ ,Ff；ζ会！と iii人i(if?.Jf'.f (I) plij二円と

もに角!ff／；：前に成止しており（.1'；人 一H寺！拐、 中：n会

とrti人民政府カ二1uがしている i可ずiーしり機構がr二

｝で相互に独立して存｛i:したか間関であるが宅

首会主千Tーが市長を兼jlし、 その他山ボ＇ i立＇i）の｝：官j

Jンパーも党・政楠構内＇ tft.'J!i＇ドストを i1i,'/i ( Lふ

4 

のがJill例とみられるから，

,tこのかもしれなL、。

実際上の不都庁はなか

軍事管制委長会の任務としては， 次のよろ h事

Jr.£があげられノるハ

i I) 》さ L、び）残イ正せる敵， 応（隊カ hら降ii脱した

1ミiヤぞ乙叶也山武装J尉le分子ーを完全に掃務するこ

レ
Lo  

i2) 

~11. し，

(3) 

》さヤグ〉公共機関， 産業および物資を陪

かっ統（Jj¥Jξl長持金加えらとと n

pさL、び）反動的な党派日什体 2'.解散さ

せ， その）支部＇Jl'rJt仁；証拠物件を押収 L, その件級責

｛匹目にi!J？，さT号、 1-¥l ？.：俸の少数の反動分fi:ti L 

てllilt~，？i りを j i二hう三と〉

逮捕！パければふんわ戦犯人；、tf,:;JF・悦i;'/fu 

！ぇ l勅サt(,:j;Jl:主llずるこ左ゎ

(!'i) 伐11えし なけれノばたらぬ宵僚資本の没収。

(6) 系統的な；1，：命政権機関の！設立， 臨時的な各

1Nfによi,,}) ，，むり；上u労働組｛；－.午＇＋会・ 111二子Irl1 

t’h ,;¥t :r: ' 

!7) JI、i料止の在日1Iiにおけら組織の整頓お上ひ述

1いi →、
1 【 11 )) 

I Sえ 3

以上にJJIIうるに部市貧民の救済ー 失業労働者に

ti l ::, ：；ぇIf命的抗、 都市の難民を帰郷させるこ ξtJ 

）：－＇＇‘ J；上そ~＇·命秩序を維持し， お！lrti住民の生活~

t~U1京し、 持i斉／，r,rliJJi争中心土すQ都rnの機能をi可従

¥ jl一石 t:.:-I，のい＇，＼いの任誌が’ギ作会仁 f'd》さjI 

r 、 1・＇＇，、'- , ・c.l 、

｛をi，！；するように今 不管会はその工作を寸寸めら

iこt;,！ご／〉て、 対象とする地lι 機関，企業などiて

iド事代表や工fr組全派遣すーる。 lifl者は軍系統か （，

派i宣さjL, i表幹は軍管会の Ft信機構である臨時の

部門＇1}!Jて作委員会などから派遣されたものと思わ

;/16い jifij有の員任の分担ははっきりしなし、が， fこ

仁、 f平

'' ／•、＇ ）、 ’fl’¥qt;:表どi血［｛幹部門間を調整する！： め
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i乙， 官I¥it iiこ才JL、Cは！＜全単粒どしてい；白書事fhウA設

けられ， 1人の団幹部（団は箪隊の編成単位，連隊相

勺）が一つの官（大隊相主）をギいて三二れに：参加し，

誠事：行動のうえでは瞥備i司令部の栴怖をと受ける

か，政策や紀律山貫徹内面では［地力幹部いえの

地区の幹部）の賞見を鄭重する3 こうするこ」＝によ

って行跡ゅ統 をはかり，軍中管制約任務治斗，11巨1調

に逐frさJLるように一1-；ム。 まι 軍c>tM織内とは

糾察大隊や検査組などを設け，紀律の点検をナrな
》てL 、，.~. c, これらの借jr＇.，＇：は，，， ＇ずれ ι持管T{'ifミ

伴う誤りの発生を防止するための I組織準備jと

よばれぐいるいけ。

2. 接管工作の基本方針などの確立と準締教育

次の一’文は、境管工作に伴う議りを I\JlJJ：－~→ 0 う

えで，主要な問題点がどこにあるかをよく示して

いる。［臨め（111西省の都市。山総半5Jjに解決 策

的の経験によれば， 三の戦闘の前にI上部隊のな

かに都市政策・最cf震に持反する思想A‘やは川l!:'1 

広範にみられた。臨m攻撃部隊v）・－＜山土地方武装

から新たに解放軍主力に昇格したものであって，

'.iリラ的習性が非常仁濃厚でふり， ：ヒ，たく郎市

政策・紀律の観念が欠如している。一部分は古くか

らの解脱軍部隊でありう都市政策・紀titの教子Jを

行なったことがあるが，以前は紀律が厳格に守r)

A しておんず，検査の結果によれ；L i(,c:律違反に対

して全然適切な処分を行なってし、なし、。 しかも，

Jとのうちゅ少午A‘らぬ訂が幹部δある。幹部や戦

上のなかi乙は，政策・紀律の教育やその実施iこつ

いての規定を控文とみなしている者も少しは U、

心。多数の者がひそカιに計画をたて， 五日市ふ二進駐

したらいくらかの物資を奪って， 白分の個人的な

i付難の解決にあtょうと準備してい＜，j(注7¥

中共がかなり早期から都市解放時に遭守さるべ

き紀律ゃ政策についてν＇）規定を定め， 兵士や幹部

にその教育を実施し℃ L、たことは， ーの一文；によ

っても知られるのであるが， それは，はなはだ不

徹底なままに終わっ ζ いた仁つである。そこで中

共は”本命情勢の進展， ことに大都市解放を目前

にし-c＇ 接管LftのJ；＼；本方針や政策，都市進駐に

｜際して連事守すべきii者規則を定め， 兵士や隊員にそ

jもを！剖知徹1底させる必要があザ＇1こ。

接管工作/l）基本方針とし亡は，一般に｜約法J

とよばれてu、るものがこれμ相当する。 これは世

聞に対して解放峯のfj・J;十を1ヒn，，せると同時に， 自

らもその遵守を警」、， 国民にもそれを呼びかける

とヤ p た性格のものである 1 その例として，乎津

j¥(j線司令部の［約法八主主」 (1948年12Jj22日）や，

人民解放軍総＇，，］令部の同じく約法八市とよばれる

｜中国人民解放軍布告」 (1949年4月25日）などが

ある，， 8¥ iぬi?iは対象地域が呉なる Cit王子・天津向

けと全凶1,¥Jft）ために内容が若干相違するが，大差

はな L、0 _1::人民の生命・財産の保護，民族工商業

保護，官僚資本の没収．学校・病院その他すべて

の公主主J事業の保護， 国民党および旧政府要員の処

遇，治安維持山／こめの敗残兵・浮浪兵の申告，外国

居留民の保護，土地改革（ただし平津向けにはなし〕

につL‘て規定する。

解放軍兵士が遵守すべき最も基本的な行動準則

は， Lιわゆる IC三大紀14t・八項注意jであるじこれ

は，いうまでもなく井闘山時期に定められ（少なく

とも♂との主要な部分は毛沢東に負ってヤるんそれ以後

人民解放軍(J）いわばノミック・ボーンをなしてきた

もの，一二れが1947年lO月10日に再公布された(Ii引。

新しい情祝がそれを必要としたからである。

都市進駐に除して解放軍兵士や幹部が遵守すべ

き諸規則は， i入城守則Jなどとよばれていゐ。

これは「約法lに記載されているような事項を周

知徹底させ，遵守させることに関する諸細長I］のほ

ラ
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かに， 関係部隊・機関以外の一色ーの者ii，＼，＇への進駐禁

止， みだりに物資を没収したり，建物を占拠した

りしないこと， 「三大紀律・八I良注意j に京する

解放軍兵士の守るべき紀fltに閉するユIH克典！などを

含む（注10）。 こうした諸規則にlt，各都市の進駐部

隊の最高司令の名で発せられるもののほかに， iご

級（l〕各部隊び）発十るもの， さらには各小組ご‘とに

スローガンを掲げてその避す企菅う（公約）とし、っ

たものまであるつ

中共は都il1解放に際して， －）jで「約法j・「入

城守則」などを制定「るとともに，他Ji，解放軍兵

士や幹部に対す（） 中11ij心準備教育（またはヱi'tつを

きわめて喧机して l句ら。 その場合， J三百二工作の校

本方針や諸規則j広どを知口；~i として与えるだけでは

十分でなL、。そZしには以下にみるように思想、教育

をはじめとする，福々の準備工作が行なわれる。

政取・紀律の学習方法についてみると，主ず幹部

から， L /J・ C思想力aら着ごF‘しなければならなu、と

される。北平の警備にあたった四十一軍の例でい

うと、各師団・連隊がそれぞれ幹部政京紀fT~J'I綜隊

を設け， 全軍、の幹部7，二 3日間の合1,i]Jlli¥.;;fを受けた

という。 f,'-1ふ：iJlltlて、は，政策・紀律につL、ての報

告をI益l＇，、たうえで，具体的な問題と結びつけ，思

想、にセで立 t＇いって広範な討論を行なう。そとで

は個人的打立や本位観念：（自分本位♂Y／；ぇ：土i，たとえ

ば内分の部i放のことだけ考えるというような）が問題

とされているほll)0 先に引用した－丈に；昔、してみ

るならば， その理由は容易に理はできると君、える

んa¥Jしれな十。 し力、し，革命情勢のj住民とそれに

),G,ずるた :I)，ハ思想、教育という文脈でたえるなら

ば句問題は支は次の点にあると考えるc 「なわt:,,

第 1(こ根拠地時期の狭い工作紅肢に根ざす芯おの

枠を打破すること，お2に偶人なり：F位なりの店

主性が極度に屯んじられた根拠地出身のf~ 上や幹

6 

告Cに組i急性・紀律性を植えつけること， の2点で

ある。

兵士・幹部に対する準儀工作としては，次のよ

うふことも行なわれる。過去の戦闘についての大

衆の評価を基礎にして模範単位を選び， これに賞

を与え， 全軍にそれに学ぶように呼びかける。ま

た， 紀律や政策に違反した単位や個人に対して批

判を加え，処分を行なう。 さらに立功運動 tJJJi去

を主立し、合う運動）と結び、つけて，各小組で、決めた公

約の実現を競うれや 12¥

さて， こうして学んだ政策・紀律が実際に行な

われるよう i;f~~IEするために重要なのは，次の三つ

の長（牛の結合であるとされる。各級の指導機関か

原tl!Jを堅持すること、戦士大衆の相互監督、幹部

の模能作用（身をもって範を示す）がすなわちそれで

ある。 しかし，これらはすでに準備教育の問題で

はなくてラ接管工作の実施の段階での問題であるり

3. 接管工作の展開

法管工作は通常2段階（接収および管理）または

3段階（接収・管理・改造）に区分される。 後者に

よれば，それは次のようであるυ

(1) 接管工作段階。一般に移交（引継ぎ），清点

（点検），接収を包括する。その場合主として要求

されるのは，工作と業務の継続に影響を与えなL、

ようにすること。 この段階で、は国民党の反動的jjjlj

度は浅されるものが多く変化は大きくなし、“

(2) 管理段階。主として研究と考察を行なう。

部分的な改善と機器の改編を開始する。国民党の

残存せる反革命制度の除去が始まり，人民民主制

度の建設が始まる。

(3) 改造段階っ全般的，あるいは大部分の国民

党反動制度の泊算と人民民主の新政権制伎の；確同

たる建設に力をいれるU!U）り

三グ） 3段階に先だって、 IJiJ述した幹部・兵 Lに
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対する準備教青が行なわれ， さらに接管工作の事

前研究・計測の作成，党の地下組織との連絡なと

れ行なわれる，＿， これらも広義めJ長官工作内 e ;'f告と

考えてよいであろう。 このうち兵士・幹部に対す

る準備教育にノ ＇＂、て仕すでに述ぺ ！こので， それ以

外のものにJ山、て簡単に言及しておこう。

ri11市解放に先だって司軍管会はは管工作の各部

1111叩j(Fl組織士 ＇） くり， 外部門の業均の分t11.1::相互

の関係を定めておかなければならなL、。また接管

工作山基本方針のもとで各部~11 ごとの接f庶民十両を

作製し，各部門の責任者を指名する（／i14 ¥ 機管計

jl_kj （／）作製にIt桜管の対象などに J べ、ての事‘前川研

究か必要で」η令。上1毎てiま各積山手五門委片手記念組

織して研究にあたらせ， また上海の情況に詳しL、

人内意見を徴するなどしている

都市の解放に際して，党の地下組織の巣たした

佐；~ill ぷどの位！支のも（／）であったh zをi在接／JえJ資料

は見当た「》なL、。 しかし，それが政権の鯵取に積

極的に参加することなく．側面から解放軍を援助

十るという， むしろi向隔がJなも山ぐあ－1jこことは

疑いない。地下組織の佳務としては次のものがあ

打九九てヤふり第 lfこう大衆のなかで党の都市政

策の広範な宜伝を行ない， 大衆が団結して都市の

L、lさいの悩殺を保護L、完全な形で人民政府の

管理lこ委ね心工う呼びかけること 第21こ労働者・

や学生を骨子として糾察隊または護廠・議校委員

立を温織し ［主要な各機「主i，工場・学校・台iギな

どを保護し，いかなる破壊をも禁止し，解放軍と

人民政府の進駐・接管を待つこと (IJl6）。

どころで，接管工作fハ実施の｛t-:Jiは各部diによ

ソてかなり相違しているようである。 ことに北平

（／）場合は，解放軍と凶民地軍の双方の協議によっ

て平和裡に解放されたために，若干の特色をみせ

U ふ。北1えでは解放軍tfll]4 名，｛削f＇犠軍~li] :l名か

らなる臨時連合委員会（通常「聯合解事処」とよばれ

乙）を組織し，接管事務はとの委員会における協

議に基e ) L、て円滑にすすめられた（この委員会は人

民解放軍平津前線司令部のもとにおかれる〉。北平市内

ぴ）各級行政機関・企業・学校以 Yは，接収が完了す

るまですべてその現状を維持し，損傷・破壊を与え

f_;_i.,、ようにして処置を待つよう命令された〈注目。

持管の対象も双方1nj#1議を経て決定し，被接収単

位にあてて接管通知書を出し，軍管会から軍事代

N..を派員ーして接収合行なった。軍管会の下部機構

としては物資接管委員会， った化接管委員会などが

民かれてし、る。前1司令は物資・施設の接管工作を統

a的fこ；掌握するもωとされ， 後者は大学などの文

教施設の接管にあたる。前者はさらに箪政・財経

・後勤 U{JJ勤務）・衛生・電ぷ・交通・房地産業

（不動産）の 7部門に分かれ，それぞれ元来の国民

治の各系統に沿って，上から下へと接管がすすめ

られたけ各単位の接管に派遣された箪事代表は，

矯事代表小組を組織する。さらにその下に連絡

小組ある Lは連絡はを設け，大衆{J)f.f-.かに深く

浸透させて， 内部事情の哩解と積極分子の発見

i二努めさせるほ18）リ また各単位には軍事代表とは

月IJに工作組が派遣されているο その実態は必ずし

札はっきりしないが，たとえば天津電訊工作組

( I天津ili:illU,JJお上び「中央制；耕械jの接奮をが

!'jJ）は，六－) ( ? ）の単位（党・団・職校・市議！剛・

滅工部）から集められた30名の工作員からなる。接

管単位にはここからl作員（あるいは工作組）を派

資したのであろう υ その際各工作員はそれぞれ自

冷を派遣した母体の性格に応じて各自の役割が分

かれていたのではなかろうか（注19〕。先にも述べた

ように，軍事代表と ＿[f乍組との相互の関係は，事前

に調整がなされたというのみで具体的にどのよう

に責任内分担がなされたのが明らかでなし、。石法

7 
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山鋼鉄廠で火災による損害の完任が；；＇ i]われた際に

接管組云任者と＇$＇事代表の i山iJJが処分されては，

し、る（庄2n）。

ついでにいえば， 接管工作に従’j(Fる工作ri1土

日解放区から日員された幹部と地下立長幹部を骨

幹とし， あわせて当地の知ぷ分子を吸収し，労働

ZJ'Cつ積極分子もこれに参加したとレうコ たとえば

中原解放区「そこではおi解脱［，（か：｝ーである）において

は，華北か「一） 1 Jj{j，人司東北8000余人， 中原自身

の調達が5000人 （ii'JJ1有・広百，ことに広東では党の地F

組織の勢力が大であヮたという。広東の塚合，古くからの

解放区の存在によるも tγであろう）。全［.，（で新規に殴収

した知識分子比二（）万人に速するとし、われる（【l川 G

各地ではそうした幹部の需要増に応ずるために即

製の幹部；ill！紘を行なった。

北平以外の地区においては， 臨時連行委民会に

相当ずる機情i士通常存在しないわけである。 しか

し軍管会機構などは北平の場合とAZ::ないとみて

よし、であろう。 軍管会の下に部門号ljに臨時の工作

委員会（上海の例では政務・軍事 ・lH征・文教の4部門）

を設け， 比較的大きな単位にはそれぞれ市τ代表

を1m1宣したといわれる

J主管工作の実施に関する基本原則は次のことは

で示されるつ 「各按系統． 自上i市下．原封不動弔

先接日分 leすなわち各部門別に完全な形での後i以

さ容易にするため各機関・企業のブ亡の責任者に命

令してリl継ぎの責任を負わせ， 情況を理解し問題

を汚えるのに｛！，［干I）なように原系統を再しさなし、ょう

にし， 各部門が接収権はもつが， 二tlを1l1tfし支

配する権限をもたせないとの趣旨であるけ則。
,_ ,_ 

r少、

た接収に｜経Lて怪重・援；色、のi三日ljをし， fム dli～4J百五ぐ IJ.守〉

びコ 2、全要 :i－るものから亘点的に力を配位し，早

急に都市の機能の回復をはかる（ことにt江気・水道・

交通，＼，ど公益＇） i栄の回復を優先させる工

8 

接管工作におし、ては， 各機関・企業などの接収

はその第一歩にすぎない。都市解放に伴う同難な

諸問題はいまだ何も解決されたわけではなし、じ

まず第 1に都市住民の生活を保障する必要ーがあ

る〉解放市は古jl市進駐に際して大量の救済食糧合

用立し， 都市進駐後ただちに貧民の救済にあ／こ－，

ている(lt2,1）。 また一方では各都市とも失業者や難

氏乞帰郷させて生産に従事させる（同郷生並）大規

模な計画一を立案してし、る。 たとえば上海では GOO

万人口のうち200万人を帰郷させる計画をたてたむ

それがし、かに大規模なものであったかわかふであ

ろう。 ただ結来的iこは， この［回郷生産運動jは

不満足な成績に終わらざるをえなかったようでめ

るカ・Jil2ci)u

革命秩序を維持し民生を安定させるためには、

投機や市場操作を取り締まって物価を安定させる

とともに、 生産を［11_]復・発展させることが何より

も主要である。 それなくしごは失業f；－の従職ずら

実現できず， 氏生安定はとうてい邦iL難い。企業

のj定収に際してiよ， このことへω配！韮がます優タじ

しとものと思われる。 原職・）息俸が維持::SJ.Lふと

けでなく， 企業機構の改編は任直：に行なってはな

c, tI. 11、と ::StL1こO JJ；〔状を＊Utt-することによ－，て，

接収iこ伴う混乱を回避し，

ためである。

損害を最小な人しめる

とはいうものの， 接管工作は i：から＇r'への行政

命令方式によってのみ行なわれた ＊－＇けではなLノ、o

l j去管工作は単なる行政的・ t支払I的処理ではなく、

人民の革命事業が勝手IJを獲得してから建設の開始

にいたる過程における主要な政治闘争の任務であ

しから下への政ll'立を，したがって中共は，－，’ 
宅》

行hうと1,,j[l寺，，二， Tカ‘ん上への大衆工作をあわせ

てすすめる必要を常に強誠Lている υ とりわけ大

衆路線に上る工作の例と L C L fピLば挙：yfられる
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じりが， Ni点工作（または清審一日午）でん〉心。戟!YI• 

企業などを一応接収しての九，機器・物資などの／、l

険，帳簿との出（，が行I(bれ勺が，単：i'：ニミかん派遣

された軍事代表は内部事情に涌じなし、ため，大衆

（）協力／，：くして［上成与：：i士期待て3きな

｜経物資の発見では積械分子ω巣たしf土役割が大き

かつたiニとを， 多くの字紙告が指摘し心、る〈。；小。

以上，接管L（＇乍が，~－ （＇）よ ＇1に行なわれたわιをお

おざっぱに概観した。次にみる｜｝｜政権機構の破壊

と新政権建設は句 t述LJこ接官’i：作ーイ肢に対しし

いわば各論に出たると考えてよレであろうりこの

問題のj旦跡を通℃て‘ 1;11市解j々 が内包lる別組｝，＇，（

を具体的な形で提起し／：：＇ 、と脅える

（社 1) tドJHl北中氏 1，，）「w：；（ミ保法制Jj¥(ii型fj戎パju'J J行

1r,J C『鮮衆』， ~2 巻詳！24WJ 〕。

(i:: コ) fi,J ：.、主主おiI. ' !• 11,rn1 I ¥_ 干命リ＇ .I （点以．俗、

t,l'）占， 1958.fJc9月）， ,¥37へージ。

Ci. :, ! 和； JL I 鮮政•！• ti:大lt:d,I (l 1:, ・::t.il，川：Jf主

第1U切） •Jr に，J IJll" 

（；よ 1) .iL 11ヘ：'-li'R;. i:l: I J J l II, Ji" I ,ii 人 j ＼~政 1/-J

l )j 19 U, ；：ごすしそれ成立。不智会主任およびiiijては然

剣；来。川事区Ji了i＇！＇会と i[J人民政 /f::JJJI:,iJHll、＇i'1,v: ・i',;, 

主任Jkiii：！毛は点以i波。 L:llli diに；， L、て I.:>iUi'l＇’会が Lj私

桝放の Llである日 JJ27 IJ, iii人民政府はr,,JJJ::io nに！必

,£. L ，、心。

（［七5) {,,Hf之， 387ベーシ。

Ui ,; ) I＇・けlj）些部” ) •. f芸執flJ成,Ii紀jI' :' I （正人！•~ II 

報』，民国38年 1)J 10日〉。

Cli: 7 ） 『ヘ F~ LI 報』，民凶37イI, 11.1) I nυ 
(i:L 8) l t lも『Jr中国主’di！.：！：成川：コ巻』 ( 11斗；

l迅際問題研究1!'i, 11/cl和四年）収録。

Ci ！と｝）五、来品地・九平に、！〉てJ,'I .. '1、統心 ιゐ

ったのを統’ L，次,J）とおり定め，：，れたυ げ）い ・） Jい

の行副：J指れL，こi,fう。＇・＂；人；衆 j;'パ主主i1 J十，糸 1トも

とらたい《 HMi粧品はすべて公のものと jる CU.L

l三大紀律J) (i）ぷそすると flよじたヤかド。（＜＇）ッ’ c:n
は公ILt.:o昨l借りた午；； I士必ず氾 lo付こ ｛； した1曹は必

ず弁償するの帥人を殴ったりののしぺた刊［ないh 判

長1'14ヤ士あにう与；い。（ト）婦人：むふさJ i; Iない 同n:

1芳（， Jt待しYいく以上「八項注立j〕。

（注10) 「済南市軍事；管制委員会鎖的箪政人民入城

守口IJI(1948作9月25上I)0『中凶人民解方空軍入J,,t政策』

（新手主！苔， 19,19年 8J]再盟主）。王軍「笹備jヒミド的四十

、・箪進披IJlit'ドJ政策紀律学習J（『人民日報』，民闘：1siド2

Jj 1911）。

（注11) 本位主義についてはnli掲州l治参照。

(i主12）一l:W。

（住13) ｜（取殺「関於上海市箪管会和人民政府六， じ

1•141 ］工作報｛＼ I (II'人民 I~ 報』， l（；国38{1'· 8月13LI）。

〔日.14) 「天津接管工作如何獲得重大成績J（『中間

人Ji':Wt＇紋'it,'.入域政策』〕。

(; i 15) 1,:,1，毅報色。

（注16) 何幹之， 338ベージ。

< ii 17) r .it平交；：'eJ!i'.放J（『若手衆』，ゐ 3巻出 7郊の。

（注18) 「平jtf軍管会主物資楼管中創造接管大城iii

経験！〈『人民日報』，民国38年：~JH9FI ), 

（注19) 江伯「天津篭訊工作組工作的介紛J（『人民

I i限』， 11'.:凶：l8年 5Jlll::l）。なお六円の単位（六個

1手（｛，：） としと守、げらjl C i,、ろむし＞Ut際にはii：ノ Jしか

がされていない〕は共産党，新民主々務背年団のはか

』し It,＇＆工学校， di斡反；訓練斑，城市：t:fF吉宮といったと

こうではないかと忠われるが，正式の名称は不ゆj。

Ci120) u・人民日報』（f1：凶38年 6}J17EJ)u

（注21〕 節子恢「中原臨時人民政府;iii一年来的施政

工作J（『新築月報』， 1950年 3Jj〕。

( /.i22）部f恢報告。

（注23〕 ｛吋幹之， 339ベージ。

い上24) 大ii！では：iOh人近くの戦争によるf{j：災者が

待人平均半月分に相当する食糧を支給されたという。

たfニ！ノこれは紋済だりぷ目的ではなく，それには難民

に仕事を与えモの代価として支払われるものも合まれ

てじり，また救済を通じて住民を組織化するという怠

閃むこめられ亡L、る（『華街報』，民国38年 2JJ 11 U）。

（注25) 「上海軍管会製定方策，疏散二百万人問郷

生産J(IF人民日報』，民国38年8月13H）。その結果に

ついては「一年来的民政工作J （『上海解放一五ド』，解

紋R校出獄社， 1950年〉。なわこの計画が不成功に終

わった原因の一つには，受入側の反対があったことが

チ想される（『長江13報』， 1950年11]]4 1::1）。

（注26) 隙毅iitr掲報告。

〔t:!:27〕 l{日lをあげれば「津市企業公司治容工／＇ r!'(I

歩主張・＇）・経験JC『人民日報，民国38年 3JJ20日）o

9 
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III IFJ政権機構の破壊と

新政権の建設

I. 旧政権機構の破壊

中共の機管工作の事基本方針にグ_) ＼，、て， ）；，＇；姦は次

cl ＞ように述べた。 ；かつての反動的思索機擦にJ》

いては，接管後必ず粉砕すべきであり， 1JIJ途に祈

しい大衆と緊密に結びっくことのできる人民民主

政権を打ら建てるべさである。接収主jLた企業機

構については， これをぶちこわしてしまゆてはな

んないu 岐管後必暖な改良企加える人きである！

（』，＿1) 0 , J去り，接管後に旧政権機構と企業とでは

対処の仕方が違っていなければならないというわ

けであと） !, ', こ(I）点ど関連Lて陳毅t上L、J上少しt洋

細に述べてL、る。かれによれば，接管工作の管理段

階では， 此務部r'J と＇＜！C事部111］＇上解放~：の優秀な』 t1'.

政制度によって全般的かっ徹底的な改造を行な

い，経済令官門と文化部門は，人民の利益に合致L、

川学的怯｝l!J：二合致す心部分い保留し， 「と（！）人民の

利益に反し，科学的法則に反する部分を改める。

主体的に 1‘γ て，経済産業11'1¥flfjと文化部門は政務

部門に比して変更は比較的小さくてよい。ただし，

とれは技術的にはそろいえるというだけであ 4 j 

－：，経済・産業・文化諸部門の基本方針はなんら

政治・軍事部門と異なるものではない。すなわち，

人民に服務J-るとL、う方針で！，iJ民党反動派の反人

民的・反動的方針にとってかえるべきであるは2)

というつ

一方， 4ニ;jl,らの政梅機構む工作に従事した！日私

員などに対する処遇は， 「約法八章J(1949年4Jj 

山日） I二＇）ζ~－れている。 i :l: t妥な戦争犯罪人お.J:

び大罪極惑の反革命分子を除いて， およそ国民党

の省・市.9県各級政府機聞の官吏・警察’店・ i又・

鋲・郷・峠叩の人民であって， 武器をとって抵抗

IO 

せす阜、陰謀・破壊を伴わtev、ものについては，本

溺はいソさいこれを停／~としたり， あるいは逮捕

したりすることをしない。また上記の人員がおの

おの職務に安んじ，本単および民主政府の命令に

服従し，責任をもって各機関の資料・公文書など

を｛栄作L，接収・処理を待つよう求めるものであ

る。 ζれらσ）人民のうち，特技を持ち反動行為あ

るいは重大な腐敗行為のないものは，民主政府は

個々に採用をs認める。 もし機に乗じて破壊・窃盗

• i汚職を行ない，公金・公共物・公文書を持ゥて

逃亡し守 あるいはひきつぎを拒むものは必ず訟に

より処罰されるJ。これをと要するに，留用すべきも

の，：教育・改造念行なうために一定の機関にi去る

も山， 行跡不良につき排除しあるいは処罰するも

の，帰郷させるもの， といったふうに個別にその

処分台がとすることにな円、い、た。

1949年2J-J 9 I.I, 葉剣英北平市軍管会主任兼省庁i

k；はltiJ民党rli政府を訪れ（北、ド解放は 1月：-na),I原

国民党市政府主体工作人民大会j と l各局・処民

会議」をと前後して開き，全員がその持場を守り，

引継ぎの準備金行なうよう作げた。またかれは，j七

平の解放は一つの革命であって単なる政権の実務

で以；，＿いこと，解放抵の政府は人民の政府である

からそこで働くIH主人民に服務しなければならな

いこと， 今は新しい人民の時代であり，政府は新

しν、任務を負 b〕以上，新しい人物・新しい作師、ほ

必要としている。工作に従事するものは各自が繰

り返しi'I己を教育し， 白己改造を行ない， flらを？

人民に服務する新しい人間じしなければならない

こと，などについて日昔ったという〈注3)0 

ペ1Jたが機関・企業などの接収に際して， かつて

の国民党時期の系統に従って， その完全な接収を

はか〉たことはすでに述べた。そのために，こお

らの機関・企業などの旧職員に引継ぎの責任を負
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わせたのであった臼 したがって接収が完 ftるま

で（接管工作の第 l段階）は！日誌斗の多数が留照さ

れた。上海解放後 2カ片の状況は次のとおりであ

〆》 f二とL、うの

l司民党 di政府の職工（職はお仁ひ、労働者） 4 )i 

9000余人のソ九調査処， 人事処（特高議開）の誌n
が大部分逃主－t－る；うゐ潜伏するかし／このを除けば，

その他の各局・処の 95%以！：ω職はが！日米の職に

就き， 従来とおり業務に従事しないん、新政権の

処置を符ぜ JてLι といろい1.4¥1,,jじく解放後2カ

月余を経た武漢の例でみると， ほl反された企業;L;

上び機関の旧職員のうれ『 各企業の技術部門の人

V1.はほぼ 100%照明， 政的公安7フれでも；波留用訂以

68%に達してL、るど L、う’＇.i5）け悲し＼さことに公

安関係でさえもこのとおりであと3η 北、1乙のWrt，－ を

み守ても，解放学年後に！fl詐察局の人it ！万L則的人

（うち清掃労rf5ffmoo名，持tf):1000余れを：合fr)q:,, fl+ 

職された者や帰郷した手'i!s. ど~）（）00名をと除 ;:le ，他LL

いずれも留用されておりヲ L方、もその大多数は以

後も改造 iiJ能（しi'こが j て弘｜わYじさほ耶り見込み）で

あるどいう (c王6〕（l可民党． 1氏と三1'ilf¥tlなどの反動

組織や国民政府内政官11括責｝るなどの特務組t訟は都市解放

i長直ちに解散を命じられてL、る〉η

接管工{1cの第 1段階で現状維持がはか i',れたの

は，旧政権機構（rf'i政Jff伐洛）自体につい工もlnJt(

である。官時は必要に応じて変更を加える程度で，

業務も継続しうるものは従来どおり継続されたら

しい(cl7)υ L かし，接収が一段落したととろで！＊1

民党政府から引き継いだ機関の古紙；i;Il~i釘詰の結

小をはかることは‘ 中共が当初から予定していた

ことであると思われる U

機関0）丹編制は節約運動と結びつけ℃展開ミjt 

fこ（財政的困難を切り抜けるととが主要な動機の・つで

あコた〕ために，「泊筒節約jある＼ ＇は［整編節約！

とよばれる。この運動にはし、ま一つのねらし、があ

-..た。ぞれは中共自身が従来ーから擁してきた機関

を議頓することである。つまり環境の変化に応じ

て，かつて根拠地時期にその基礎がi奇かれた機関

全都市に適合Lたものに改造しなければな仁〉なヤ

というわけであるほ幻。この運動は 6Jiに華北人

民政府によって提起されているが， 8月になると

谷地で整編案が発表され， いっせいに運動か展開

さjLtこ。

護編は当然に人員の削減を伴うじ たとえば華1t1

ポ区の場合， qj共中央華中局・事中軍い：1i］令部と

これに所属する政治部・後勤tfl¥・中原臨時人民政

府および中共武漢市委員会の 6単位で 71三1人の削

減を決めたが， これは現；む人員の約3:.i%に当たる

という（口一的。中共中央華東局の整編案によると， Ill

政府職員などの処理の方針は次のごとくであるり

( 1) 守門技術および工作能力を1fする許であ v ' 

℃ー しかも各生産・技術単位が必要とすζ》古は市

教育と審査を行ない留用すらり

(2) 学問技術および工作能力を有するが当面もり

ところ原単位が必要と Lなし、存は， 教育と審査を

；注て他の部門あるいは他地区の工作を紹介すべき

である。

(3) 相当の技術と工作能力を有する多数の！日人

えはできるだけ動員・集中L，教育機関がひきか

て下郷し，訓練・改造を行なv＇， 将来各県・！｛お

よび郷村に配置して，各種の建設工作に参加させ

るようにする。

(4) なんの特技ももたない一般余剰人員は，帰

郷のために動員し，帰郷後生産に従：事させてよヤョ

(5) 個々の重罪・極悪分子は解雇し，法によっ

C部すべきである。

との運動も展開の過程でゆきすぎを生じ，その

是正がはかられなければならなかったようであ

I I 
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る。事中軍｜廷において，側々の企業や学校でなん

山準備も fI：く，無差別に旧職nを削減するとい〉

繰りを生じたという。 この精簡運動が単に旧職員

い）「裁討｜ （人ll整理） ¥' I復只［とiヨi誌では／（い

のだということが， 改めて強調されなければなら

／仁川ったL'' lO) 0 t ／こそび）伶上海では，中共中央川kl

民党の！日工作人民の処遡に関する決定に基づし、

「HI人員。）処理に!YILて注志すべき事項iと

いう命令t"＜：＇.発したが， ぞれは「個々の？？跡がL、ち

じるしく不良で，大衆か反対する者を除き，他は

一律に同村・改浩c＇）方£1tどとり， しかもその生y,f,・

と前途にはよりいりそう肌慮しなければならぬ！

とするもしりで庇ソ／こ｛注IIl,, こjけよむしろ攻策転換

とみるべきかもしれない。精簡節的運動の開始か

1・ 〉、i生年後山中南以区の状泌がそれを示し℃いる

l叫民党から引き継いだ113軍政人員約2,:m万人

: .t fで仁（同別に職£与え守 あミ与L、は占)II対：改造 J土ii二

たったという。 ［ある地｜ぷまたは部~~I] Iこrヒっては

ヒ／ごこ (7J)jil・ Cl.；人のp1~2 5人 cftべ，か｛を寄せ；，－ •.) 

て住むJ）によっ二:frな－＇ていたいところ仏あり，

大量まに人民整理をやったところがあるが， 発見さ

れにものはすでに是正した。 」般には出用人員以

教育・改造を経た後，大多数は古い思想、， 占・1,,、ff

！瓜き：改めフ新しい思想や作風吉山分uパ｝ゆとし，

旧来のポストで公務に服し， i去をと守り，進歩に努

心心ことかできく） （つである（傍ld~（者u, 12）。おて

らく， できるだけ旧職員の元の地位を保証しよう

とけうJjJIが出さ itたも〈／）と思わxi,るつしたが－，

て， 大幅な機構改革と人員整理によって抜本的な

此早を；創立lした4二ゆ整編起動も， 当初予期したい

,:>" [I））北斗li工待らjL午か yだのではある！！日、か。

｜日国民主乙政府の職員などの多数が留用されたの

にit いく•）かのfji由がX:えられる｝都市解放に伴

う破壊と混乱を最小限に食い止めること， 技術と

12 

I：作能力会；釘する幹部内総！支の不足，膨大な数に

のぼるIll［通民党政府職同の多数／；ミら職を奪うなら

ばそれは一つの重大な社会問題になったであろう

二と，江どり . }j, rj1 J七はこれらの職員の改造に

はト分な自信念持っていたものと思われる。第3

i大国内革命戦争ο期間士通じて， 国民党主ぎの将兵

を日らの陣営に加えるととによって解放軍を拡

大・発民させ亡きた中共にとっては， それはすで

に経験済みのととであ J Jたともいえよう。 とし、っ

て，そこに問題がなかったわけではむろんない。こ

れら都1J-jU）留店幹部と Ill解放IK以来の L、わゆる老

幹部とのあいだに対立をつくり出したであろうこ

とは， 先立像に焼くなL、υ それはまた，政治優先か

業務優先か（紅か専か）とし、う中共政権成立以来の

強間によ見実の：木村を提供することにもなった。

ところで， Ii：！職員の留用と旧政権機構の破壊と

はちIJ問題Cあ々と一応はいえる。まえi卦民党政府

諸部川のうら形のうえで残されたものがあ，Jこと

しても， その尖態は相通している，帝国主義と封

建地主，官僚資本家の利益を代表する政府か「汁

人民に服務する政府へと質的な転換を遂げてい

るではないか， という指摘が当然なされるであろ

う。わたくしもそれを百定しようとは思わない。

にだここでは、 ！日政維機構の i粉砕jが機関の再

編制という形で大衆の動員を伴うことなく，上か

ら推進されたこと， したがってそれは「粉{fl，！と

いうことばから受ける印象とは相当隅たりのある

ものであったことを指帰しておさたし、。

｜日政権機構の破壊について以上にみてきたとこ

うは， 主として旧市政府機構の改編およびそこに

働く！日職員の処遇の問題である。しかし，都iiiの住

民にとっては米端の政権機構， ことに保甲制度の

破壊のほうがい， pそう i主要である位1:1）。なぜなれ，

都市住民にとっては国民党の「階級支配の道具」と
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しての政権機構とは司全さに保守可制度にほかなら

たか司たからであるc それが都市住民の意識の面

でどう受けとられていたかはともかく司保1¥制度

が温存されているかぎり、かれらにと円て「解放J

が政権交替以上のものであることを理解するの悦

けフしてやさしいととではなかったであろう。か

れらぷ「解放」を自らの問題として受けとめ， か

れら自身か立ち上がるようにさせるには，保甲爺lj

の破壊：主不可欠である。 しかしその破壊の実状は

旧市政府機構の粉砕の場合にもみられたように．

けっして簡明直裁なtのであゥf二とはレえな十。

北平解放当時の中共の保甲制度比対する方針

は，基本的には！日市政府機構に対するぞれと違わ

ないといってよいー ［保甲制置は反動統治の某信

組械でめゐゆえに、廃1仁しなければならない jが‘

旧保43人員iこ対しては個別に対処すべきである止

する。ふれらは人民の審査を経たの九罪のあろ者

l土罰ずべきである。他の者は留用し，社会秩序の

維持にあたらせ， その聞の活動を通じてかれらに

噴罪の機会全与えるO とし、ヮても，そのこ二とはu-

-） して保甲へ員が合法的地位を符ることを意味す

るむので：主ないc 大衆には留用の意味と方法乞説

明し、 がれらの監督を要諦L＇違法行為があ〆〉た

ときは告発すべきである位＼41。

以 tの党の基本方針はその後も変わ－＿，ていたい

とみてよいであろう（先に引用した「約法八章llこも

引さ継がれている〉。しかし‘その適用の仕方は都市

によって相違がある。

北平・天津におk、ては，接管工作の初期には旧

保弔人員；こ？士会の秩序維持の責任を負わせるとと

もに，時にはかれもの都市住民に対する統制力を

利用してもVる c たとえば天津解放直後，救済食糧

の分配に際してl日保甲長が利用されてL‘る位l5）。

しかしこれらの都市では解放後かなり早期に保甲

制度の撤廃をはっきりとうち出した。北平でほ解

放直後国民党の区公所が廃止され， 区人民政府が

設立されたが， その後ただちに保甲の組織状況の

調査にのり出した臼 16'1。 3月にはいるといくつか

の重点地区を選び，試験的に保叩制度の撤鹿と街

人民政権の樹立を行なった（この二つの工作は結ひ守

つけて燃関されてL、るので，その詳細は後述）。4月には

北平市政府は保甲制度の撤廃と街政府の設立の命

令を発し，とれを市政府民政局の工作重点lこした。

北平市の域区および郊区あわせて24区，約400の

街〔郷）の新政権が4月中に設立されるであろうと

いっている（iU7）。その完成は若干時期がずれたヱ

ろであるが位I久北平・天津では解放後数カ月を

出ずして，保甲制度が撤廃され，街人民政権が樹

立されてV、ることは， のちにみるとおりであるc

上海におν、ては， これと若干相違してャる。そ

れは次項（こおν、て述べるように， 中共の都市基層

政権に対する政策が変わりたためである。上海で

は軍管会が指示した「ゆ勺くりと前進し，逐次改

造する」という方針のもとに，接管工作の初期，由

民党民政局区公所機構に対しでは， これを被壊し

たり，打撃を与えたり，改造したり，情況に応じ

て処理の仕方を変えている。かくして，接収工作

に混乱が起きず，行政管理工作が中断せず，革命

秩序が順調にうちたてられたのだとし、う。保甲制

度に対しては保甲長を承認するのでもなく排除す

るのでもなャ。離格な軍事管制を実行すると同時

に新Lい大衆のカの養成tこ留意し，改造可能な保

甲長は改造する。保甲制度の撤廃闘争にむし、ては，

各区の接管会のもとに過渡的た事務所を設け， こ

うした組織を通じて一面で保申を規制し，一面で

大衆に接近し，住民の日常生活のなかの福利活動

を中心として各種の小組（清潔衛生・防空及び冬防治

安など）を組織し，逐次町内（星弄）を組織化して

I3 
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19、。い Q

i呆甲制度の破壊と新政権円建設は， いわ：f1（京

乃関係にある勺 北平・天；＇／）：と上泌との保甲制度；二

('fする対処（／）f[：方Jコ村b主；：t, i日l時に新政権建設；二

対する政策に十IE主があることさ示してL、る 2
、

て三の十日達r/）立会味するところも‘ 次に新政権聖武

）過在を追跡する二と；二上って H/Jらかにしコらで

」レ司、一

旬、つつつ

2. 新政権（主主語政権）の建設

中共の都市における快記政権迂武力:i:¥::i-:J:、

；大医l内1（，：命戦争の初期によれ、ごは， 拡7 的；二！lと村

τおけるそれと十日i主がな、、上う iこみえるの 1:::.、7

r:f1共は者II市管理バ経験をもたな；I;
→ん ι
I ; ょっ七，

ι －干

Cけ。｝， 都市 fそれは；百花および東北の中ノj・都市でお3

日、にお

L." J. 恥 ＇旬 一一一－ ' －』
三口こどえな 1,>•I －：＿こ-J）一一二hツソ／ それはf~J,: ドつ it'i ＇~f

:;'Vi＇ヘ 翻1',Y迂品、 l¥2資減干'fl.（民全づIIげと 0:長ui ;JI 

1－－；ナ）たと _I)), ft;とj亙副を大々的に店主りとi「るない

で、 l同政Nrr変樗土打破し、破壊；こ［，づけら-il f二大栄Ji

エ＼＂－ ilギー士新政tt建設：二転iヒさせるもυ）て恥る

;, －レ上ごみ｝ザ
円 、平二 ,_;: 三岩村iこ工品、て階級闘争 llギ

H之~;A'J,j と び｛ tけて展開さ~＂た政権建設、＇）方式

士者fir七i二時亡、jるんだ七 ιつであっfこO ところかそう

したやり方；－；：：， 住そにして「＇ 12:村で地主・ L ノタノ・

明争にかけて封建勢力を消滅するやり ｝j-/j:都市；二

lじ片jする「兵りJ cl Jをも生じふことになりも三了 -'! t.二

めuこ都市の商工業に二広大な打'i'jtを与えた。

中共は都Th解放に伴うそうした院内の発生を防

止するために， 軍亨管制j委員会制度を怒立し， ま

た幹部や兵土に対する事前の教育を強化したこと

は前に述／、た。 こうした配［芭が在日I行における t~ ，官

政権の建設にどう現われているか， まず北ギ・天

津においてその実状をみることにしよう。

売に述べたように，北平では3月の平二ばにrr:/1.地

14 

l反を選んで， 保甲制度の！交止と人民政権の建設を

三えま的に行なってし、るつ その重点、地区のひとつに

おける人民政権の建設方法；土次のようであ／。た。

J仁平の：互i豆の｛吋によるとー 軍管会の工作絞が解

放後金元券（国民党中央銀行の発行紙幣）の交設を行

な 7際に食同家庭救済のた内のi査を開始し（， 22〕，

主だ清潔衛生や徴税など乃仁作を行なうに与，たっ

て大衆の111に深くはいり， 労働者や知i殺人との座

談会をflfjき，労働者の学習小絡を綾織した 二jl 

らし勺〔wを過して妄成・発掘された少なかんぬ議

極分子が大衆のなかで核とな－－，て｛動き， 大衆山政

治ぎ：ぷをii五めたc さらに 5区の三保をモデル街と

2ト甲で座談会や積泳分子会を開き， 11:::1保lflJ) 
I ）， 

罪志を暴露したコ かくて ll=l保甲 (TJ廃止と人民街政

1長設立の準備を公表した土きには， ｛呆の大衆c'）意

気込みがきわめて高く‘ す（に実行する上う！王政

可~を弓ねて督促 t る苦さえし、た。 三杭〉よ行；：しーて

18 (3に正式に人民の街政権の成立をみた J

i刊号村における新政権の建設は， 通常次円七う

な段取りを経て行なわれる一 まず大衆大会におい

て！日｛決If！人えを弾劾L, そのあとで工作組！1；大衆

をll力けて無記名投票による選挙を行ない司 人民山

！才が擁護する行政人見（街長など）を選出し、新行政

機1/1;；！＇.組織する。 同時に工作組は正式に保申制度

のl窓Jl:.と人民政権の成立を宣する。 新政権の構成

メンバーは労働者や農民が主であるとし、う！十

以上のような経過を経て、 北平・天津でi士会市

にわたって保中制度を撤廃すると同時に， 人民に

よる街政権を建設したのであ－－，た。 ここにみられ

る某露政権の建設方式は， むしろかつての農村に

おけるそれに類似している（したがってまたffi3次

渇内本命戦争初期の都市における基層政権建設方式ども

ff_(ている）。 もっとも， l日保甲人員の罪悪の弾劾と

新政権建設を結びつけるやり方が実際にどこまで
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設底して行なわれたか、 のおにみるように？？丁、η 京中することにしたほおりc レま少し詳しくいう

疑問が法るが，それでもこうした方式によ vpて政 と，次のようなことになるc 市・区・誌の 3級政

権建設が行なわれ，それが強（とされてL、たならば予 定は畏村における毘・医・村の 3級に見合ったも

都市にお1ィ、ても iご心‘らの大衆のエネルギ...－，ハ核少 のであるが， これは農村には適しでも都市には遮

1二c・りによる下会とい／？た色必がかなり：：i，、も内 さないc なぜなら，都市の特性は集中t:tすなわ

にな－・） -;: ＇，、たにぎ v、／.： L ぺむろん←「’Eゴ； ／f！； 点ーなどのi~l ち経済・人口・地域が集中しており， またそこに

にそうし／ニb、正りしがうがみら7.Lたことを仮定するつもり は近代的な交通手段が備わっているととにある。

：土なし－ このはJ(,':Jbi'iJilU1H石川ご，1)i;(;f；攻法建設につ したがって， 人民政権の組織機構や工作方式もよ

ソごい，－：・，，、や）。 し，u•L, ￥事官制のもとにあ p り集中的で、なければならなL、。具体的には次のよ

1・i存JJR；二対「 ；：，打伊と、ぺ問題こそ起きた ，J' うな問題がある。まずi又・街政権には各戸・街内

，：二ももっ，＿！）， 二うした方式Jこヒら l,1., ！~重政権主設は の工場・銀行・機関・学校などを 1,(• 1諸政府が管

;, ＇きょく否定－~ i・・ .~.－る古えたかったのである J 環できなレということ， また区・；苛政府が介在す

J仁平・天？？にJ心、て、 itl . lベ：.iかつ3級政様式 ると市政府の決定が迅速，かつ徹底して行なわれ

立後間もなく‘ これ小Wlr作ワJたi高 1 o. 1、L 、、
レ，永ぜ - , 

うので守 そ，.r，大：1/i¥た改宗か行なわれたJ 概略を之

-jーと i欠Jワヒ 1で山る。

:, Pz政上主力う f》1tr人jーで政；ィマを取り消し、 i：＜一ノd三

正支fi'.fをiζ公）？「にL'z:九 i行人L（政~＇.fの；u先！え問と→

るO 従来町政府i二日した各了~｛1=:t r行政府所誌の芥

局に委ねる｝た三えi王、以前V政府に寵した「持

1斉股j ，／）持吉1＼：主主Ir／二；二！天i利－：，.で設立された工均分

局主たは台作ti:: : ;i, 、＇レゾ〕 （；－｛下｛、計上の；J¥先〉；二J11交

することになる「 主主た以前街政府に演した戸誌や

公安の苦辺工作は公安分局所｝えの人民公安派Ill所

「街Jjl伎の公安分船所t土日立；）,i~ される〉；二移管されるっ

このため派出所の強化がは二ミられた（これが市政

府内茶話相内といわれ －c，，、る）（ι24〕。

それで（土L交革）） 理由；土｛ほか3 「われわれは都市

の集中性という？を質を理解していなかったため

に， 都市政権の世織形式に畏村の主主訟を機械的に

持ち込んだコ・・・ー・そこで日常のτj乍のなかで各摂

政権機構聞の権限・政策の不紘一が落呈し， 歩誌

が乱れるといった亨態が生じた。やがて中央の指

示によって、 い》さいの工作をできるだけ市級に

ず，無政府・無紀律状態を出現しがちである二じ

さらには幹部の不足、 つまり多数の幹部が街道工

作（地域活動）にとられてしまい，工場・機関・学

校などで幹部の不足をきたしているというた理由

もあげられている（汗26）。

ところで，二こにあげられている改草の理由は，

その限りではもっともであるといえるc しカ‘し，

ffJ政権が廃止されでも都市住民との結び付きはな

んらかの形で確保されなければならない以上、街

政権の撤廃と権力の集中を強調するだけでは真の

問題解決にはならないであろう。少し違った免度

からこの問題を検討する必要がありそうに思われ

る。

街政権は，すでに指摘したように，設村におけ

る基層攻権の建設に類似した方式，すなわち111権

力機構の破壊に結集された大衆のエネルギーを新

政権建設のエネルギーに転化させる方式にようて

建設されたとされている。 しかし，それがどこま

で徹底して行なわれたか若干の疑問がある。 とい

うのも，一方で工商業に対する打撃の回避に意を

吊いながら， きわめて多様な階級および階，官から

Zラ
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て怠ければならなし、c 同時に各種産業の業種別お

よび職業別労働組台と同業組合を強化しなければ

なる都市住氏をどれたけ階級闘争に結史できるか

という問題がかるカゐらである（地区に上九ては労偽

者階級およびその家校が｛下民中多数を占めるとはかぎら できるだけ各種の棺異なる産業・業種・t; i'-, t，よし、。

職業の職艮および労働者を各種の労働組合へ組織街政権の階級的1主権ははた；tしたが〆！ご，ない lっ

各徒の相異なる工商業者を各種同業組合へ組しーだヨ号I本であったとみなければならな十であろう c

どの業種にも属さない街道屑民を個別に

fr作t±:（生産協同組fじ消費協同組？？など〉文化館 fー

磁の学習組織）へと組織し，婦女子は個別に上述し

織する仁レ士一つ，おそ i＇くより三

実l土次の点にあ、fこと忠、わ

そ円ことと，ttんで、

大江街政権の欠陥（士、

わた〈しは先にあげた拙論のt；かで、都市れる

かくた各種経織カ‘または婦女代表会へ組織する。の政権機構（それだけにかぎ九なL、が〉には「一夜子

都市の人民大衆をそれぞれ生産ど生活の必して，}j式；こ代去される；ミ村の組織と 1主 J Jご：巨・=tJ,tt今ι戸

要；二応じて組織し、市および区の機関；土、これらのと主り I何度な組織性・紀律性が要求されるこ土を

かつての街単位の

「イ定二子的JC十把ひとからげにLた）組織ではこの

上うに多方面の大衆と直岐に結び付く術がないj

組識を通じて大衆と結び付く。街政権に：士そろいう点で欠けろ土ころ

があった f同時に、党ο指導者が当時の革命f古車今の 1，と

指摘しだっ

でそのことを強〈豆、認したということがより長z要である

人民代表会議

ヤ労働粧台・ 1,,J業組台およ亡、その他山大衆組織を

通じこ大衆との連繋を求νわることができる L,

つ主り街政権に上「〉ずとも．くみ・＇.）3)内／）には街政権を指導した

幹部が~村‘における工作経験しカ量七，ていな F

たためであるが、都市住民のjj¥ljにもその階級構成

それはかもしれな、、：J

のほうがより広範な屑と結び付くことができると

しかしこの説明は適当でない。

しカ‘も大衆し， ~，レでの flがき jJ :hて禄雄三ふ i).

しいうのである。五：，：t，と行動のがiif;の経験を 1Jこ7よか，たために、

L、うのは街政権と人民代表会議や労働組合などは_,__, マ .,... I_. i Hヤ [j －て、 マム ' 1 ' 」 ,er,!-; o 一乞，:t，＇）＇ 匂－ ＇ー υ1'fr.＇旬、に L、ごい〆 f、－ ・.u-i円一刀‘ ｛cト ？

補完し合うもの相互に排除し合うものではなく，’・. －」レザ？

／こ~·めつつコ

街であると巧初から考えられていたからである。それで（土日純政権J）廃止は革命政権にどうレう

人民代表会議や労働組合などの組政誌を廃止し，市レミルでの渋定を末端に結果をも.＇： ；：，し だか 2

おそらく

日［！のところにある。その一つは．これらの組織が都

市の組織に要求される集中性・組織性・紀律性と

いう条件を満たすに容易である（組織の同質性， i波

織を7より重視することになった理由は‘司知徹底させるという点ではたし7）ιになん九かの

L 方、しそt') ・？ イ＋

それはい｝杢でも

円立果があったと思われるし，＿~7)ハ

ス白i~）芳えないれば yなる主い

革命政権が末端。）人民大衆と結びっくためJレー / 

i !- ＇、

いまー

つ人民代表会議についていえば労農民盟を基礎と

する人民民主独裁の政権が必要とする人的構成が

定された紹j織R的などのために）ということ，こしY

問題について中共は次行仁うに芳χて：、f二c 「都市

の政権工作はど（りように Lご人民大衆とつ直接的

のrレート J) .ノコ全失，たというこどであど＇·•·

ところでこの決定一一街持やすいことであろろ。七ず都市な連繋を緊密；ニ「;fli主主いであろうか戸

政権廃止と人民代表会議や労働組合などのいっそさらの人民代表会訟を強化しにければたムfよい仁

単に大衆と結びつく一つのルー

一つの重大な政策

ろの霞干克一一ーは，

トを失／〉たというだけでなく，

f千円八人民1-1t

それをtH:常的制度：としてら%建

；こ）、〈つ力、の特に大きな都市でl土、

表会議を強化し．

16 
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1!11,M：おそらくそれJ'J.I：のす1内）でふ〆イーとわた（ L 

l斗，，.民
1，、 （j／し〈〉 で；j：，：土‘ 下カ‘らのJ}i';A1IJ,¥によるt交付士

市するこどを心終fのに断念LS'.，芝方式を百1i1¥'j；三

f二i'j）‘ どいよ；？1＇であ 7，う（ 人F＇.：｛した会； t！：の；l]!Jf:t

-l' l,; t ；，＇｛＇.：三． ,f'.'!J:'i'l：制，ni，とで大！於山政ti,

(t'J参加の $fl:会全 lメl' 「＇，〉くり ft',L、ご＼ ＜二しづ： lli!

jιニ［， /:・_ : ) ，，人 と、、 j.t :J j,；それ「liド大衆j）政1{,

t't'JむImぴ）条十｜を｜ジう、九 J コくり／111・すよみの .，一、 －r二そ
' ., ＇三）

］リ10'f8 111 :¥IJ , 北、！と（千界人民
I• J,i 、
昭」イJ'

. [iJ;'. {ii上、

i 二111H主C'J

/i三｜下iげ｝与／（：）iiiででき ；：Jf二：7r;'-＇，、i設会

主ilfl／ 仁了？ヨt／；（｛したとい「｝、

,::_:: r ~- i干；；：記者1,,11・：、、 '+):-L、；こ（千'N人h;f¥J乙主ぷ

ノ；：：：1ft~. J :_ ,・ 士山人J(/1::1｛三，，；:i古川；！ill皮it‘i:l向：

}1;:{.!3上 Ii! 8jq'1；文1正において iーでにか／なひびろ

/ h fド j ;!1ごうよこ；， Clで.！，， 乙f ’11•' 'J: Tl応；ji、（＇）店lifrl'，~

放i＇・.；三 j.5 Lに：そのn h，包；，：；！l／二山； t ト＇•：，.11 〕！日 1h に

日中市：：M時期にはわれわれ円 Tf¥:['(c；乞：故が

：；ノトノ）j也lく：.，, r：引nさzL てベ3マ〉ごきてL、るため；二

/J .；，，んはしばしばその上j也の大衆と びHーさ，う‘

t, ＇、 ほ況を E虫色，~し、ば映させるのにJ見’んと町内［

んできお， I）；士免れ縦L、3 ：干界人l(fたえ

,i I ll虫、ハ件洋人民代去を して L 、 ~：， （／）ご，
，，仇A

•1'>1T 

会「Jヒひ、人it政H：「とその地（I）人民：を けるキII

出、したりうる 1' ＇：＆＇「 －：：， ；二件界人民f'U乙会；i主： t,~iii\ 

1[1/J向日1:"'hての士》‘ ';'. 'jl 'r~＇ il1i］がわ二たわれ〆る HI;期

人民政府内‘広〈大栄と くLllミの

キlltf,\~形態であノ.l i I 2¥1) 寸たわ人、人民に政府の政

:,;・;,: fパ冷L、 人ricK号その立見合政府に！支Mとさせ，

大取を;flj口して各fかη＿.Lft:の r立行：二（fjるための

組織で F払る

←ー定｛／〉条件ぷ

それ；t

l工、

ー［立の話i沼！没！¥e守ではあるが，

人氏f¥:;'U＜会のrti:t住金行使

一iぷ二 E1,;f',t，きれていた r そしと；立終的に；丸

Jム尚円権力1xi問である人民代表大会によってとっ

c/U pれることになっていた。 各界人民代表会議

·f~階として設立いjpば上ーからの政権建設の

された i，のであるっ

かくして中Jじは， 各界人民代表会議を強化する

人民大衆との連寄与をはかろうとし

通レー しかLここで注XJ：ずべきことは， ,n 
'.¥:: /J:. f':cJ,;ov川ふえ Jンパーは， 各党派，同体，伐l:V,J

/cどのf¥::j之乙ミら／みより‘ 地域代表がこれに （~·主わな

L‘ど L、うと！三であろu1::ml。 '.. fこが.，て，各界人l己

代夫会，.；＇iiが市l，ノ／＼ノレにどど空可、ていらかぎり，
可
＿.，....ー
に

れは末端の住民との連帯：を強化すおにしても限界

Fいふら！ 出1¥j°o'>ftJ止の！：：:IJ＇にはどの組織にも所属

！／μ、fiつが和台数＼＇忍（ 1%［主了に（；；p｛；のあど〉［までは，

fイベ今人［！すBjミ組織の ！］！·.~ が、l'0't'{r i iめろといろ cr::1りか

、ー、－ ＇ーサ
I l '-' N》｛J コと〈勺とた：士、 "c'J'i命iトけi［の｛CT!Jかじいえば

をもうH1lケハ1;!;殺が；ti ，：はだ不安定だということに

le 7らで7円ちろ n .. ，了 ,j l iこ±ヒ！二， ？千j世代にはそれぞれ

山地！ど－01.:!Yrrしにけれは、j仁心力：L、！？門店も多いが、

＂＇政府おにじ i行九年人民代夫会議は：ミうした問題

，＿／）処J'J!1二j店ーさ江1,', そこでL、主一 ・I弘 末j//,j,n住民

♂人口ン主乞）〉ぷ央→「るこど乙：てき， -'~ れぞれの地iベの

11',J回全処J)J！するに適した政権！相互の設計がEでまれ

F 、ー”，..1--. －’ 
イヲー竺＼ -I にも〉。 とr,,J時iこう ;kif!品くf)jr[℃を出住地域

l(iιで＊I1%ii白イヒする，必要が；おl,.＼；される。 革命政権の

日 i,;t 士 01\!jl~ なものにするためにも， そう Lた機構

こんど川｝；l;}f')てんillftt，士不rif欠であろう。 Tこ1：.、」ち

｛）今j 術政権のt¥t｛；－ どは逆に， i：か C-,

l ！仁わ九上級から末端へしだL、に整備され

んど しかも大々的な大衆I]¥}J長

上主， lWi•』 iL会の変革と結びつけられることな

！；め「，-11fて〉

1・＇.人民政！日 ／iji,', ( -1::いりても［王政府の権限の節団は

j ソ iii；に Jr: ，＜仁大和μこ；fi!J~R されてし、る L., f:{jj{(JffとL、ろ？’I
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;JUCilW各界代表会議の構成

i 1& Jff ! *ill ：鶴｜軌 l詰i~：1 cぷ）
11") I 45 661 乃5(2)I 1,1 i 111(2:-li 

4fi ! 17 I 22 Hl(J5) 

利、は使用されな＇＜ ,j劫frがある iU)u:式決定！；＇： ，，、つなさ

1950年 IJJにそ内 ）JJl/：このかはっきりしなL、見・；，

それと！時を同主｜ーがtたまっていたのはE在かである。
fi iベ［
IO !/5000 

5 i正
157/7:!4υ 

( /i'iJfi) 「人民11十ti.fl, l 9fiO{f'. 5月：－llfJ, fiJJ611 。
(/j:1 111 i--qξ，／，＼1]1ぇJ>e,i>Z公所各科科長および公

女1.. ri正・ /JiiJJ,.Jl,!:o
（日） 品11hiれ；夫 4 ， ρ；t1oft夫 Ii ，~育工作-j';· 8 , I',.: 

伐 lfrK4、J＇.＇.能界； l, ,i,::i毛北；；｛rti第61：，（委：l,

Wil( i ノif主戸r{ITfi~仁氏di第 i, r,( l：作委2, q，央
人it政府・ J仁，；，：di政11:rr.{ rJ11.H {1：機関代N:.5 ' 

so 8 

1＜.各界人民代表会議創設の方1I i，決上

l:Z各界人民代表会議を必要とする

y；真は次のように述べた勺「！ベレヘ

じくして，

っー亡し、るCit:3cl0 

J~［l 性l について，

Iζの住民に共通な工作を行なルで討議を行ない，

ごj こと、｜王政府と人民の結び付ぎを緊密に L，政彼

j；工作効率を高めること‘

の工作員の大衆から隊脱する｛判長Lや官僚主誌の作

党・政.Iくグいい〆 F さL、

！イ人民代表会議のる「品約Ji二大衆大会におL、て，
そ勺 Lt：三とび〉／ごめ

I＜各界人民代夫会i議

克服するこど、1虫［を防止L,

次い

で数 l・id戸（:r／）街道府民 (ii民1会議におし、て合J代

'I'！今質ベイ＼ 'yそi'i\s/1\)Jf)Jょ Y の，i~aJfがたされる 3
に北京のような大都市では，

が聞かれる必要がある土われわれはごにえ：’：， Itel Gt 

北京（1949年lO月1日付けそし，て北τl':Lll:庁、と 己1[fir‘日
i耐乏!< t,－）哩Ii＼する正同l!fに大衆(I）窓忠を徴寸る r

に派／1＼所内管特｜えをf¥-1.いとして tt;r代夫会議を ril'J
1950 年 ：.；nの北京第二期第二[,iJ外界れた）では，

そこでιみんなの意見そ集約ド代表を選出、
ミ「
一‘ （ 一 4' l豆各界人民代表会議0),¥'.t人民代表会議におレて、

人民代表会議へ提案するけ選／1¥JJit；は大衆の
二・三の尺を選んで試験的に実施すふこと立と，

（＇）決議がな＇~J lて才； l) c;: :J.1) 候補者 i,判，tfW決めてあふ＂＇）レ χ、ii,,. , ，，、uぷ； t 同年 :J}1にそ：Itが’た

i｝とめてなレHh｛＇，もある（｝十主ti兵び） )J HJ｛，もあjl {-f, そしり成立の過程合次にみ ζ｝二.＇： : 二行に移されたっ

しょう。 j); i,主人主 んである η

1; I＜第 7段（東琉璃廠一帯）の街道居民代表選挙1・5 ・り・ 7円北京市の九つのlnxド：のう九‘

ここの戸数はUI7

:mo余戸が中小商店

>}) j~f争1］が報fl干されているい川。件｜支で前後して区各界人民代表会議／）‘ ；｛1i集され

ご，1,.・，九州）（｝ドカ：｛主℃，{U毛iぎii',

r; Iぇ，1Jjl,ij'.: 

会議の代表は 1，・表山構成治、 i,／.（＿ノ：〉yし，
I-> 

，！；店，印刷I.文R・）片道只・雑貨fιょにどて，tり〆：＇.， 0 tc iこは次のような経過を経て L、ィ、

男女の選挙民は2:il9名（労働組（＇，どのtl唱が多い l士ずl正公！リ［己主ドー；千 I／手か，・，H1,i11iL ／こ 7九J井ると（il:l:i),

ド；1rw，の’Jj’i必jお・ 1,1；はを11:r：く），，選挙工作は派出所所長

ωはか三！？うの医幹部と 10名の斡士｛瞥rnがこれに

/(1で、1者成される：；1,1,iil委ft会を発足させ｛ら JJ1711）宅

人

（キ

特別rn，；古代点、て代表数、そこでの，HJ占によ，

まず選挙前に βIIの警1：が戸｝JIJ訪問し従・JIしたけjモ代去会議に対する挺案事Ji£なとた決定寸ふ｝

あわせて選挙の宣伝をすぐ選挙民調べ全行l(v ', 隙間・団体ω代表；士三山／！1」；作｝休 l；千；＇；jl[lljj生｛，＇） に

5Jll7fl（こ正式こうした事前の準備＝を経て，;,'._, , 労働者代表は！＼山上会排すi処よってj醤出され、

派111所が各町内の治安・に選挙：T｛乍を開始した。（労働組行中

律r-1-:iEI.長ーを集めて選挙の意義・方法などにつし、て

またこれとはりljに住民のなかでソト人数の

[1そ談会G:間十て大衆れ立見を徴している n 可：初J(i
，
 

I
 

以見

三こでは仔ii古 fU'l'.:ft支 ι川＇§／tH －~ -H、、

てf赤ることにし kうυ

代表選挙l士通常次山上うなlllfi序金持ご行たわれ

i8 

J室出されど〉）
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3日間で選手を完了する予定であったがラ i会中宣

伝不足というので選挙を停止し，幹部会で検討す

ると同時に，改めて宣伝を行なった。 22日に選挙

を完了。代N:S4名中，経理（支配人，ただLこの場

合は商店七げ、ろう） B, 公ロト係2' i王力、；土／l、生産

者，商人，自由業者， 米組織労働者および店員，

それに l（）名の婦人。こ円し・て選ばれたある経理は

文化事業に熟J仁、で，他人に対しでも改正である。

付近の間業者は常々かれに私的に紛争の調停を依

頼し， また労資双方の信頼の厚い，つまりこうし

た人が選ifhるわけであるハまた一般に｛J：古地域

で選出さjI. ，：，代表の3分の三点会議召集人（治安・

待日本組長〕であったという（ 71ヌーの例では街代表36名

中30名〕。それについては，かれらの多数が工作の

責任者てふリラ大衆と持触をもち， A：！，，￥との支持を

受けてL、。人iこちであ；ふのに対し， 一般住民のほ

うは，選挙についての盟解も足りず，住民がお互

いを知ん川、,,I）で，適？った人を推すととができ

ず、い

カ、；あげられている。街代表の選出後54名の代表が

G組に分かれ，各組がそれぞれ候補を出し，最後

にこれらの候補のなかから｜三代表2名の選挙方＞26

日に行んよト，，t It.a 第 11c,J投票でまずf:!l駒田fの経理

が選出され， 2回目の投票でも住宅地区代表の票

が分散したので， けっきょく商店代表が選出され

t：： といー｝。

それで；士， こうしたば各界人民代表会議の或立

の過程はいったい何を物語っているであろうか。

第1に指摘すべきことは，革命政権力士都市住民

との連軍fを強化し， またJ,1：住地域上手｛たで住F＇.：を組

織化する方向へ一歩をすすめていることである。

代表会議は都市の未組織住民の政治的参加への道

をひら：、た そしてそれがlfiに住民の巡苧への参

加を意味する f三けでは；＼＼、ことは， ；欠の土：実iこも

ぶされているであろう。北京市ば各界人民代表会

織の区人民政府に対する提案の主襲な内容は，住

の福利に関する問題，ことに公衆衛生・公共事業

などであり， その次が政府工作員f，こ対する批判と

広見であった。＼、ずれにしても，その大部分が人民

の切実な利害と係わりのあるものであったという

それが区レペルであるにしろ， こうして住

氏の身近な問題について住民白身が討議し，政府

当局に住民の意見を反映させうる機構が一応設置

されたわけである。同時に， [K各界人民代表会議事成

立のi量産で住民代表選出の母体となった住民の組

前「di道農民会議）は，将来の住民の居住地域単位

での組織化に対して，手がかりを与えたであろう。

指摘すべき第2の点は， p;：各界人民代表会議設

{r:はたしかに住民どの結付きを予すがしか強化Lた

ル， それは革命政株主2上から住民ξの連繋を求め

る試みといった色彩が強いものであったことであ

る。 というのは、 111保早人員の－？iiがすでに排除

されはしたものの句 区各界人民代表会議の成立の

過程において基本的には地域社会の抜本的な改革

を行なうことなく， これをまず革命政権の側に組

み込んでいくとし寸傾向が現われているように思

わ,leるからである。そのことは、たとえばj霊山さ

れた住民代表の多数が商店の経理であったり，住

宅地の場合は「会議召集人」であった事実に示さ

れて 1ぜ、るであろう日38）。しかもこのような傾向は，

J七点よりも上海や南方の諸都市心おいていっそう

顕著であったものと想像される。ちなみに，上海

にぶいては街政権が成立することもなく， 1950年

コJjlこ各区の接管会（接管のための機構〕を基礎に

して［玄人民政府を設置している位39）。ついでにい

えば，区各界人民代表会議の制度は，上述したご

とど、 1950年らけに北京において立識されはじめ

たが．程なくほかの大都市でも行なわれる上うに

r9 
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/ ！.ぺている C I司（r1 1 n :i r 1 1 ~., k司 大）!Jx市iぇ人i¥; 

政府組出通tlU！および｜大j成rlHベ人民政月；f担え；立i

tliJが」公{tiされ、 さ竹（こ刊＆f4片にl土， 人打107;'

l、1卜のすべての部市で！ど各界人民代友会i三そ11'.1< 

をう c,r－＿ ご， 人民た衆を動員して埼極的に国の｛土

宇と公共＇lf~'tt J）管理に参加させる作用を果たし

たJ'ii t！）.最初は三うした特定の任務をもっ委員会

がil'rii'i'( ご数ち〈づくん；／l、 L点、i，それらは相Tr.に

）：う指示が／t.lされたc.1.11,, IWH不fr:4, !~ t .. ：か pたF しかし，やがてそれらの族

主どう 二しつ工うにして都市における政権三況は 桃山［ニ（干＇ fh冶1cnr千工作を統一的に処Jff!すらため

J:1浸から下紋へ， すなわちr¥iレJ いLからiえL .ミ I上 刀法持組織が・， < iJ Ill iされる三どになるηfこEえ

ーとすすめられたが、：＇（ 命政桂／ト .~i\ili ；、二 J ；いて fj:’ :r 1-.iMでit、l山 1{1: ,1 J Jに街道組織を強化する

l（.どのE長官t（；東黙をり九f二て、 人民政誌の！μそti: ため詳Jj(J甲7"!'（横IHT)代表会が開催：きれ，干の砕；

強！吊なものにするという fl的カるら一i(:) ＂ゴ ' L、tI l:J見{rIみ匁！；制限f努隊（匁iて多くなる17.tl械に1..Jするi{-1

ri刀問題解決か「パti七十～ 。l市i解氏：モi.Q「） オl . -~ ＇・、 /;:-.;{; I『iif＞／：；；バ）士！長嶋にし仁三れを街道甲弄庶民

心I珂忠は（）Z(I)'.; ，.：.，；てあ，；；.， . ;/ii I；一‘芥＇N人11'.;f℃ 去 を円台＇ : t'V:キllトふし いう案が／t,l誌に付されてい

よ＼；；たが－rn二ょとし／）出能 ＇！： 月：tてL 「） /, t‘｝ γjふー 。・， 1・11, 

ど司 二とに人民代よ大；，の職ネtt,';_, f (i I : ・；心、！：； !fJ日1q jくのf詐取I<v) /1fl市法肘組織の組織状況は

にすること三市る j 二jしは／115ilrt:(f(/)1/WlilでIl. ! l 

、iう‘， ；： ぴJ 1史的fょ状況；土次(7）上ら： ご', ・J dt ・: ＇い

l 中 jJ~ ：上二 j LにJI＇~tな熱；ti：を仁九、 j,l)t /JJit;jf 

したのであらふl・, 'J、際に各地んに制度が・u主；＼ .f I 

.c・，；こは句子想以上のll'rI！を要 I_' ）.，：之江’HY:'.h 

-，，乞｜ (.' ll九 f、ま --, v> 1:n1:n, c ‘ 」~b；；，；，ノペ il t：けhi

'.1::・ (t0 t:;. ＇~~店主li投をは，（ すら三－土 -，＇.ハペ、 -_ ). I ; 

は地域社会（／）民主改革が伴；f> 1 i ; ) ) I ,; f.’，： 1・, / ，：い；

ぺこではf;,trte＞問題ドノ＇＇・、＼ ,/ >{ij(' ;(.1 I i/i,¥j',: .1 l 

,Jlj［！九合.i1>c:ろこ.＼－ 仁 j/. 

I ，、 p l、II一： I・ , I ir,r I’. ,, 1・<"iii1例／）ミレ】〉しiv、.， 、 r1l¥1I jνj ,,,. 1パ 、ピピ）！：

.－，なものでふぷ／＼でん＇ I_

米J重朝（l'-(i(J(f lli!J町 J'I 1-r 1i/-J1n・ r・1.,1 llilt/;11'i附f

l、JJ、 I J~ ,'j'i 『Ii鮫11: ]<1日付qtヨ.11i, I l又I. I /,_ ）ピ

, I＇日l今I'..'!]1 J 1大衆j'L!'_i引を任一、 i川‘n,iく： ご／，＜（］（

1与は会山 ,i｝~ ：乙と uうff；ご イよ：（I』
({J _¥,- sl, 

'1!1，三 /, l－〆J

I 1i' -'. i, HJ勺グ〉ドJj明、 作JliJc!,/11¥1li11)Jjj首に）f;Jl

j/f う多数ν＇） 大衆J但ii:［~か作一生 JLtて 二jI_. :・, 

iて土：LU’ir.U討：｝J巴従長Ji. /(;f:-1: ' i (i＇丈！引！j），叫ん；、

抗米＋11明Jt 1: .'i u 1 委 C.~＇＜： t、 OJそ大守てそ 11；恥t;>tペス

之0

;5.; ，.けとうむあ ！・ ぞいう（；)'44)__ ぞ） lに；上大きくわ

；「〔‘：iH,Fふア，

!l I ト泌iii. IYJ京1li（上派「lliJfの範!INを主EL, 

•f＇’.；：；＿今（＇！ 1/i~if:f/,,]7ふ街道といりような i'l 然条件

( 1h:0にt lてJj－；／点ちJ.l,~. -」 11hいをも勘案 Lて！円民委

i l会合 t北if司 そのれこ後撫・治安・＊電・衛生li.

ど；吋唱の守1111fとii企i置くどともに， 定期i't句iこh弓民
－ 

f¥': Jぜ；°;i；詰ti用m:LてL、イ，》 i一今泌rliは府民代二Jミ会を

fll<v 

さ121 1!11紅1是i'i斉市市it派／t¥J売の範問で f千干這専今門1

i i会rF是段， ・ dr1ど．（草i'i' ）全i：生け’ il'i一接｜く＿0）各事長

i、1/111 l 1主ii二刊＞Jr'/；！事全受けていみ l lt{JU:主た代表跡

公’七十j！仰すりを試験的に設置し噌？千極寺門委日会

u川 H：時 1/.._f( 氏、民政幹事、派出所長か人なるl;)

γ！かf:i:;；引いiで住民問題を受理L‘定期的に会議を

i;¥J＼、ごff；字決している。

::i) 住民点、iく（）；川u,<Jrxのむ；？）によ勺て府民，J、

組 （，＿－ ,;!,t I J ，派出所の民政幹事がi吉1委指導に、＇iた ・＞

-----' －’ l ＇，、ノ.1,,

以上山上う i，状況を経て、やがて庶民委員会と
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いう組織形態に落ち若く。 195己年水，梢陥iこ街道

駐在のLI'.:政幹事の指現・rに粧i識され／！こ＂＇ fl（；委員会

が出現し町その後1954:tドlゴ）Jに公布，＇： At 1こ［城市

居民委員会組織条例lに基づいて， 令闘で庶民委

員会が治世ぎれたとい九（Ii45）。 J寄陽l士什L‘ては資

料が手 Lとにないが， ｜けlじ＜ 195三fドJO)]i k.iドで

も肘民委員去の設立が試みられており， 、~ (/) ,1う

は u・天津日報』にかなり詳細な記事がみえる（i4li）υ

おそらノ ［，！］じころ全It↓し＇）＼， 、くっかけ川市によjL、

てその，i;J!_i(i）＇試みらJ1ーに山Cあろうい 17,

J,i;－民委員会の成立の過程は， 先にみたI＜各界人

民代表会識の成立の過程とよく似てし、る。 天津iii

12玉街建政委ft会の直松山rn導のもと＇： ,, ＇’ J 功、（／）

地区をi語ん℃試験的に行な j〉れた。情i;,{r;I,;¥s!［，政

策の宣伝， 大衆動員を経て，各地区在いく什か（／）

肘民，1、店1いこ jJかち， よずJ,-1 ；民代表を；1~）111 、次iこ

肘民代ぷ去にJ3＇.－‘て J,1IL1;;;－：！与1.-l会の委di，－ 計！日し℃

いる。 jこfニL,

ると，

｜城市居民委員会組織条例1に上

肘民小組が！直接委員を選出することにt1:-, 

;3 ~－ らく居民委民会の管轄純i叫ん.J..:1p討にているわ

前面小さjl fニνりであろう U 二ω条例でい JO();ciない

し5（ゆ を単位とすることになっており〔これは以

出所の範閥よりずっと小さU、〕，居民小組は 15戸から

40戸で情fえさ；／l,ることにぷ，ている。 l,_ i》、 この

条例と［ri］じ｜｜叶で［城r¥i街道携事処組織条例 iが

公布され， 公安派出所と｜ロjじ管轄lズ域v二街道株会：

処が設立与れること iιべ yf二。 これi.t ii j政府のH¥

先機関でふ Jて， 居・K~fL2干の工ff,.1;m·円にも：＇：

たることになっている（二れによヮて従来の公安派山

所の権限が縮小され，本来の公安工作に限定されること

になった）（ii 18• ここに郡山におけるが：ii,1/ y政権機

構が一応整備されたことに／｝、る。

居民委員会そのものについては， ごこで詳細に

述べる余裕はないし， おそらくその必要もないで

あろう。 小i論のねらいは， むしろそこに至る過程

ここではそのt;¥1&,も＇＞.iL＼跡にあ－ , IこA、んであるわ

任務にっし、てこえ簡単に述＜ /,'.>u 

府民委員会は各居民小粗から瀦出された 7～17

t, （／）委員から構成きれる住民の自治をたてまえと

I ＜＇.，組織で多；：， ’－ ;ltfム ／1:itU＞福利iこ関ヘ！勺liiJ

胤（／）処理， hi女の維持， 政府〔あるいはその出先）

に対して住民の意見を反映させ， また政府ω政策

どil民に伝達す之、二とヲ 住民IHJの紛争の調停h：ど

,・, iF：務A二負i、l,,Jil.}fこ近来it住民ゅ学習組織と L

て人・さな役・mを；巣たしてL、心。

1二にみたように， 居民委員会は末端において政

Wii量構と｛主長とを Jなぐ媒体／： L.ての機能を果た

！わけであ乙がう

ナゐ！キif立ではないり

それ自体itHt＞＇，：して政権を ti"W~ 

その点でかつての街政権とは

十日本的じ異なわけヂの相違は次の事情に由来する

わたくしい；t；一、 i禾各界人民代友会議は革命政

怜かl；から都市住民との連繋を求める試みとい－) 

た色彩の強いことを指摘した。しかしそのことは，

"1＇・－命政権が地 J&t:I：二？の変革tこ大衆を動員L, )( Y/1ミ

j,j(仙のなかて大 ~Yt（／）倉tJ意に依拠して基層組織をとっ

くりあげるとし、う努力をまったく放置していたこ

よ：（ど怠i朱するものではない。 中共は区各界人民代

J、会議成立（／ 1び） i.に， 千手I也で地域社会の民主i＇七'f',_

川；£がjを浸U!Jl_ －口、ゐ（その，心、1,iJcでは大衆重）Jl t企ど：ぅ

と主わしにしたともし、える）〈吐49) 7主た居民委員会が

続行の大衆運動山ts.かで形成されたさまざまな大

'1r"X:l l織にそdイ！日Ii¥I，： もつことは， ナーでに言及 Ll二

「J光米媛明やlぷ革命鎮圧などの大衆運動は当然都市住民

の動ic-Hと伴うゆえに，それはまた地域社会変革の契機を

1，.：：ることに 1,tr: この時努JL!t共は，一万て、1h

政惟建設方式｛~ u~I越しなが「〉， L. hも大衆t}）コネ

ルギーを結集し， その意見を反映しうる組織形態

を求めて苦慮したわけである。 居民委員会ti'.-、わ

2I 
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ばその妥協の産物ともいえるであろう。 それは最

初jから限定された任務をもっ紐識として l設立され

ている。

それでは最後に， 現時点ドヰハ、て居民委員会の

制度〈あるいは都市の基層組織）をどう評価すべきで

あろうか。 わたくしは以上山氾繍の結決にのみ.Lt』

づいてfι昔、江結論を出すことを避けたいと思う。

ただ， この問題を考えるにあたって， 次の 2点を

考慮に入れる必要があることを指摘するにとどめ

たい。

都市tこ：；＇jL、て過1三三度にわたって「コンミュー

ンJが出現しかけなよ二とがある。都市人民公社と

今回の文化大革命の過程で一時喧伝された上海コ

ンミューンポそれである。 それ：土二度とも挫折せ

ざるをえなかったが， そこに街政権の再生をみる

のはあまりに穿ち十ぎた見方であろうかつ

第 1点である。

これが

いま一つ考慮すべき点は， 現在の都市の性格が

以前のそれL比しでかなり交わってきていること

である。 とい消費都市を生産都市に転換させよ，

うのは1949年当時のスローガンである 現在で

はそれが現実のものとなっている。 したがってい

までは， 都市住民の大多数が勤労者であり， しか

も近代産＊＇＇；口円に働〈労働者の比重も著しく増加

している。 さらに資本主義工商業の社会主義的改

造によって， 都市住民の階級係成が大きく変わっ

ていることも考慮に入れなければなるまい。

（注 1）『人民日報ム民国3引く1949:1二） 1 )121日。

（注ど） l来毅前掲報告。

（注3〕 『人民日報』，民国38年2月9日。

（法4〕 ｜涼毅前掲報告。

（注3〕 淘鋳「1949年9月 5:I在武漢？？民代表会ぃ：11:

上的報舎」（『新華月報』，創刊号， 1949年〉。

（注6〕 JiJ政文「北平市半年来治安工作J（『人民日

報』，民間活年8月16fl）。 195(){!'9月 7IIのノ民Hft 

では，全国各地の瞥察のなかで，東北の一部の都rliを

22 

書主人一般にfl磁用人員が60%以上合占めるという〈

人Ji:;LI事華社論［之、様建設人民警察J（『事［草月報JI,El::,(J 

年10月〕。

（注 7）上海の！日市致機m，財政・ 1,t,iヨ・工務・ J:
用.ri育・治政・民放・？す察・ネ士会など 9局， i己全品j

m処，民献委員会および市本部所属の調盗・人事・ ,Ii£'.,

3・会員｜・新聞・外事・総務・交際などの10処を機収，

2ろ.IJ後にはよi会局を廃IL：.て工商＇i¥｝~＇ 処と労l.J;，；ャ

設1M':，民食調配処を廃止し上海糧食公司を設立，ほか

に）が産管理処，外僑事務処を設けている u 隙毅前働報

口 υ

（注目〉 『人民日報』，民国38年 6)j 1日。

Ci宝9〕 『人民日報』，民間38年8月初日o

G七JO) 『人民 ll報』，民l1A；渇年8凡26日。

（注11〕 『人民日報』，民間38年9月29日。

(itl2〕 部子恢前掲報告υ

（【U3) 国民党の末端I:Jフヴる統治機構であら 3

「保i刊の編成はμを単位とし，戸には戸長をおき， 10戸

をif!として甲長をおき， 10甲を保として保長をおく」

と泌定されてい／：υ 本来は伐材の自治組織とい〉と L

まえ凡なってい勺が，その’t体は連川：;r,uによる ii長村

の瞥然Jであったといわれている。 1934年以降，この

jt,j ；•）＿が全碍一作に施行されらことにな p fこ。 1[,l,l} 1！六

町 It山コ人民h＇：±；政権』（東京大学出版会， 196ら＇I), 

270ページ以下。しかも， この制度が当初「剃陸前島!IJ

をf!(11Jlこしたこ止が，何上川もその1'Ilれを物語J C 

る、川享I育編汽『保甲長之任務』 01:11，，作品j，民 l•tl7;1'-

4月）， 50ベージ以下。

( 1i 14) 重量＂命 i対敵偽保！！リ、員応分1r,1xri与滋ii'，処111'.J

（！「人民日報』，民間38年 2jJ r;日〉。

（注目〕 『苧；陽報』，民国38年2}-J 11 fl o 北ギの場合

もl¥fJ保であるが、この工作：ドの保甲J去のやり方）） 欠点、

をとハえて，i'f'.LJJ ;/;U度を彼itJる契機予つかんてい .j0 

『人民日報』〔北平）仮〉，民脳38年3月13日。

C:!'16〕 「粉砕反動統治建立人民政行i，各k<:+H縦揺l

h(: (11’人民訂以：Ul（北乎j反），民国38＇〔i'2 )j 12日入

CH:17) r~t平市人民政府明令廃除偽保甲制J C『人

民日報』，民国38年4月12臼〉。

心、18) メ』づ’一紀念大会で葉室，1~u t，保ljl.)防止

と人民政権の建設が 5JJ o 1t1心工「Fでんるとしに L、

る。 r人民日報』，民国38¥5 }j 3日行

( it19) 「ぺ！と来的民政工作 lo

(/:t20) 劉倹I「張市拙2ltrp l',1¥1, ,'r選iJ.jt，自政権」（『M
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1/z 11 t日』，民国35年 4Jj I 11λr <it,,!i必品川’，ifL，重i

( f H欣日報』，民国35年 fiJJ 6 11 ）な土谷焼。

I, :['.cl) 巳沢東「工H'fJ"f政 :SI,: ハ：Jo・己i）｛東j;jl;

集J，第 4巻）。

（注22) 金1i1;5' と人民 ＇.／5'0＞ ：え敗比率が •jji動！， ・宇＇L・

職員なと貧｜村な liーに対しては1),fl］にJi：め，・， Hた（ :1 k,J 

l ' 通常は 6対 l）む 「天i事機中f工作kllf寸j量Nrft大成

縦」およぴ「偽金円券処理緋法」（『新民主々義城山政

治』，川民主出版社， 1949年）か！！日（

〔け:C3) 「、ドiii各｜壬JIJ,Ji ／•.小中11-1計仏、 i五本建占，新政

l/1 （『人民 IJ報』， i己国：m:,'.¥ .IL!ゴ!I) 『人l(II報』，

:i !j J：九 17LL. 

しl::C4) 『人民日報』， L·~ t1to8i＼打 JJ:c:w(kit>, 

7 JJ141l Uじ、V）。
m二25) If剣：lff:.I北、＼＂＇ib半年米機1r'f1i・施政」.f'F¥( •J!i! 

定作J綱『持管城市的工作経験』，人民u報Ill阿川］：， 1949 

:ljc )o なおこの中央の指ノドは組l少苦jがffGったもレりで

v, JとL、う。

I I三6) 『人民1I :ffl』， i亡lk1:,8:1fi1i三:c11, l!J50>Fl 

1¥C::111 。

( ,L27) 『天津完成~iJr政府己惜し l,flニ効率抜1諸説

,.:,1 cu・人民 ll報』，民国：1s年 7JiJO 11 ) 

（法28) 「堅決改変城市政権的＼［1的組織形式与」~n

MlU （『.'-tdl'..11報』， 1 JJ 7 IHI：.命L 『人民 III者』，

19日）年 1JJ23Llo

(11:29) 新華社社論 1ill速（j聞各界人I引に夫会議j

<Jfli''i':月報』， 1949年創刊りょ

〔｛仁；＼0) 「会議に大衆u）忠弘〆！＇.. ; ; 1.とHリとさせるには，

人 j，~代表は基本的には産支I ；上 1J ~ii; .Tc；よって選挙す

、：亡あって，けっして；1也兵法本市f立として選挙し

てはならない！。高槻「ちJ11J人民｛にぷ三：.，M，向転、私J（『新

車Jl報』， 19504'-1 J J〕。北半di'各界代炎会議の構成t.J.

it 以下のとおりである。「 ：~， 然、代表」（尿管会および人

民政府首長） 15名，党派代表24名，凶体代*169名（う

ち労働組合 70名，郊区農民；J()f,〕，！市隊j;Jぴ機関.L

｛乍人員25名，少数民族代）Hf,，その他各界代夫95名

（うち工商界45名，愛国民主人土：mf,), u i：計：1:12名o

j（』：，： F卜「従~I'..平市各界fによ会ぷ I(' , ，，人花氏主事政J

（『 fii'1f月報』，創刊：~－＇ lリ山I[) 

Cil<n) 『開展抗尖-tt.,:,1,1 （人民山ii,il, 19514'-), 

121ベージ。

（注目〕 『人民日報』， 195(){1～1月23110 

（注33) 彰真「慶祝北京総放一周年」（『新1/s):j報』，

l'.)50'[2）／）υ 

( / 1::,1) 『人民日報』， 1!15り年忌 JJlりiI J士d これ

i L [ -Jt1;(1!ilベ各界人民代表会議組織通j[l)Jのえ布（＼,iJ

11千J) ＇を祝して掲げられたもの O

( /l:3.5〕 『人11.¥ll報』， 1950年 5月31日。 この前後

山 111］紙l：に関述必事多数。

(/1，日付） r人L¥¥lJ報』， 6 JJ :1 Uわ

( /Ul7) 銭端升「関於召開1£各界人民代表会議的報

;', ! （＼，＇人 J(I i報』， 1951年・ 8Jj 10 ll )., 

l,i:¥8) 治安・衛生などの十指lがIIl保 ljlに代わるも

r. ，長，Vされたことはた iかで ιららが， F；お大衆

的りがT ト分な状況のもとで』I，手」iんの掛けれま113来

' •, l・.J也tJ 「世話役J約な 4，シりが多かった J、ではな

1、かと危1像されるもバ漢のある地区の調査結巣による

と，！ボ布積物4分子の45%までが出身階級が不純であっ

たという。『長iJLI報』， 1951年 8月19日。

(il39) 「一年来民政工作」。

( ir:40) 111央人民政府政務税 ii如氏ト鳥人ll以上的

成 ii,() IJ日！ベ佐界人民代表会議（J'Jf行刀、j (1951年 4月24

( dAl) いお1E一九 469ベー／付

（（上'12) ';,'t~棋，常兆儒「民！於誠it城 iii V；民委員会

11'＇！一時体会 JC『政法研究』， 1962年第2期〕。

( i148) 『解放ll報』（上海）， 1951年 4月22fl。

（注44) 劉jι牧「認真開好城市区各界人民代表会議

,W./JI強対城市民民組織的傾導JC『解放日報』， 1951年

12JJ 13 IJ）ο 

(,l 4品） 日l室主棋， 常兆橋。

( ilAfi) r天浄日報』， 1952有12JJ1 11 ., 

いは7) 『人民日報』社説（1955年 1月 2IJ）によ

け υム＇） 2年間に70以上ω都市 Cif j(Hi・1 ＇］＼処とた：民

Jd＼去、ハはよLが試みられたとし、示。

（プl会:48) 以上の111条例および「公安派出所組織条例1

([,,! II H）は『新来月報』（1955年 2月）。

（必49) 「開H弘子I'長号民控訴会的初歩経験J（『解放

II執i』， 1951年 5月16ll）。 「武漢市第四区議樵路公安

"•'rWi.1lifJ;L<i+ri!i:民主改革的事，｝］}j;的況！ (fl「長ffH報』，

l 9;i I :if 8 J J 19 f3）。

C.v司女研究部〕
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